
令和５年 第２回（定例）日 南 町 議 会 会 議 録（第３日）

令和５年３月６日（月曜日）

議事日程（第３号）

令和５年３月６日 午前９時開議

日程第１ 議案第５号 工事請負契約の変更について（令和４年度日南町ＴＯＷＮＳ－Ｎ

ＥＴ同軸設備ほか撤去工事）

日程第２ 議案第６号 日南町過疎地域持続的発展計画の一部変更について

日程第３ 議案第７号 日南町課設置条例等の一部改正について

日程第４ 議案第８号 日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の

一部改正について

日程第５ 議案第９号 日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について

日程第６ 議案第10号 日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について

日程第７ 議案第11号 日南町特別会計条例の一部改正について

日程第８ 議案第12号 日南町国民健康保険条例の一部改正について

日程第９ 議案第13号 日南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部改正について

日程第10 議案第14号 日南町消防団条例の一部改正について

日程第11 議案第15号 日南町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第12 議案第16号 日南町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

日程第13 議案第17号 日南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について

日程第14 議案第18号 日南町学校給食費徴収条例の制定について

日程第15 議案第19号 令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）

日程第16 議案第20号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

日程第17 議案第21号 令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第22号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第23号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第24号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第21 議案第25号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第22 議案第26号 令和５年度日南町一般会計予算

日程第23 議案第27号 令和５年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第24 議案第28号 令和５年度日南町介護保険特別会計予算
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日程第25 議案第29号 令和５年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第26 議案第30号 令和５年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第27 議案第31号 令和５年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

日程第28 議案第32号 令和５年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会

計予算

日程第29 議案第33号 令和５年度日南町簡易水道事業会計予算

日程第30 議案第34号 令和５年度日南町下水道事業会計予算

日程第31 議案第35号 令和５年度日南町病院事業会計予算

日程第32 令和５年請願第１号 子どものために保育士配置基準の引き上げによる保育士

増員を求める意見書の提出を求める請願書

日程第33 令和５年陳情第１号 「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃

能力」の保有や防衛費２倍化に反対する意見書の提出を

求める陳情書

日程第34 令和５年陳情第２号 国による学校給食無償化を求める陳情

日程第35 令和５年陳情第３号 政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を

守ることを求める陳情書

日程第36 令和５年陳情第４号 安保関連３文書の閣議決定に抗議し、大軍拡・大増税の

中止、くらしと福祉に予算をまわすよう求める「意見

書」採択を求める陳情

本日の会議に付した事件

日程第１ 議案第５号 工事請負契約の変更について（令和４年度日南町ＴＯＷＮＳ－Ｎ

ＥＴ同軸設備ほか撤去工事）

日程第２ 議案第６号 日南町過疎地域持続的発展計画の一部変更について

日程第３ 議案第７号 日南町課設置条例等の一部改正について

日程第４ 議案第８号 日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の

一部改正について

日程第５ 議案第９号 日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正について

日程第６ 議案第10号 日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部改正について

日程第７ 議案第11号 日南町特別会計条例の一部改正について

日程第８ 議案第12号 日南町国民健康保険条例の一部改正について

日程第９ 議案第13号 日南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部改正について

日程第10 議案第14号 日南町消防団条例の一部改正について
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日程第11 議案第15号 日南町個人情報保護法施行条例の制定について

日程第12 議案第16号 日南町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

日程第13 議案第17号 日南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について

日程第14 議案第18号 日南町学校給食費徴収条例の制定について

日程第15 議案第19号 令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）

日程第16 議案第20号 令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

日程第17 議案第21号 令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第18 議案第22号 令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３号）

日程第19 議案第23号 令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第24号 令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計補正予算

（第１号）

日程第21 議案第25号 令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第22 議案第26号 令和５年度日南町一般会計予算

日程第23 議案第27号 令和５年度日南町国民健康保険特別会計予算

日程第24 議案第28号 令和５年度日南町介護保険特別会計予算

日程第25 議案第29号 令和５年度日南町介護サービス事業特別会計予算

日程第26 議案第30号 令和５年度日南町後期高齢者医療特別会計予算

日程第27 議案第31号 令和５年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計予算

日程第28 議案第32号 令和５年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会

計予算

日程第29 議案第33号 令和５年度日南町簡易水道事業会計予算

日程第30 議案第34号 令和５年度日南町下水道事業会計予算

日程第31 議案第35号 令和５年度日南町病院事業会計予算

日程第32 令和５年請願第１号 子どものために保育士配置基準の引き上げによる保育士

増員を求める意見書の提出を求める請願書

日程第33 令和５年陳情第１号 「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃

能力」の保有や防衛費２倍化に反対する意見書の提出を

求める陳情書

日程第34 令和５年陳情第２号 国による学校給食無償化を求める陳情

日程第35 令和５年陳情第３号 政府に食料自給率の向上、持続可能な農業経営と農村を

守ることを求める陳情書

日程第36 令和５年陳情第４号 安保関連３文書の閣議決定に抗議し、大軍拡・大増税の

中止、くらしと福祉に予算をまわすよう求める「意見

書」採択を求める陳情
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出席議員（10名）

１番 大 西 保君 ２番 岩  昭 男君

３番 櫃 田 洋 一君 ４番 久 代 安 敏君

５番 近 藤 仁 志君 ６番 荒 木 博君

７番 古 都 勝 人君 ８番 岡 本 健 三君

９番 坪 倉 勝 幸君 10番 山 本 芳 昭君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 淺 田 雅 史君 書記 花 倉 順 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 中 村 英 明君 副町長 丸 山 悟君

教育長 青 戸 晶 彦君 総務課長 實 延 太 郎君

企画課長 島 山 圭 介君 建設課長 渡 邊 輝 紀君

住民課長 高 柴 博 昭君 農林課長 坂 本 文 彦君

福祉保健課長 出 口 真 理君 教育次長 段 塚 直 哉君

教育課長 三 上 浩 樹君 会計管理者 長 崎 み よ君

農業委員会事務局長  橋 裕 次君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

午前９時００分開議

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。

ただいまの出席は１０名です。定足数に達していますので、令和５年第２回日南町議

会定例会を再開します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、タブレットの日程ファイルのとおりです。

・ ・

日程第１ 議案第５号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの議案書ファイル２ページをお開きください。

日程第１、議案第５号、工事請負契約の変更について（令和４年度日南町ＴＯＷＮＳ

－ＮＥＴ同軸設備ほか撤去工事）を議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第５号、工事請負契約の変更について（令和４年度日南町

ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ同軸設備ほか撤去工事）でございます。

次のとおり、工事請負契約を変更することにつきまして、地方自治法第９６条第１項

の規定によりまして本議会の議決を求めるものでございます。

工事名ですが、令和４年度日南町ＴＯＷＮＳ－ＮＥＴ同軸設備ほか撤去工事でござい

ます。変更契約の金額でございますが、契約金額、現在１億０９０万円ちょうどを１

億３１５万８００円とする内容でございます。これによります減額が７７４万２

００円ちょうどでございます。消費税あるいは地方消費税の込みの金額でございます。

契約の相手方ですが、鳥取県米子市東福原３丁目８番１４号、株式会社中電工米子営業

所、所長、細田武明でございます。

主な減額の理由でございますが、ガードマンの動員によります、それの実績による安

全対策費の減額及び工事実績に伴う産業廃棄物処理費の減額が主な内容でございます。

以上、説明を終わります。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 減額ということで、非常に懐事情にとってはよろしいこ

とだと思うんですけども、先ほど減額理由で、ガードマンと、それから同軸の撤去費用

というふうに言われました。以前、同軸の撤去されたものはどうされるのか、産業廃棄

物ではありますけども、それが少し、銅とかなので、買い取りされるのかどうかという

こともお聞きしたことはあるんですけども、今回は、これはガードマンがなぜ減ったの

か、あるいは同軸の撤去、どれぐらい、どういうのなのか、もう少しちょっと詳しい説

明をお聞きしたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 失礼します。まず、ガードマンの関係でございます。当初

設計におきまして、１日当たりの撤去量に基づいて誘導員の配置を積算しておりました

けども、実績として１日当たりの業務効率がよく作業していただいたということがあり

まして、実際のガードマンの人数が実績として減少したものでございます。

また、処分費の減でございますけども、こちらにつきまして、撤去したものにつきま

しては平成１４年、１５年に工事したときの当初の図面から数量の拾い出しを行ってお

りましたけども、その後、支障移転等がありまして、数値に変更が出ておりまして、実

際作業したところ、減額になったということになっております。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

日程第１、議案第５号、工事請負契約の変更について（令和４年度日南町ＴＯＷＮＳ

－ＮＥＴ同軸設備ほか撤去工事）の討論を許します。

－５－



〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第２ 議案第６号

○議長（山本 芳昭君） タブレット３ページ。

日程第２、議案第６号、日南町過疎地域持続的発展計画の一部変更についてを議題と

します。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第６号、日南町過疎地域持続的発展計画の一部変更につい

て。

次のとおり、日南町過疎地域持続的発展計画の一部を変更することにつきまして、過

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項におきまして準用します

同条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、日南町過疎地域持続的発展計画、計画期間が令和３年度から令和７年度

でございますが、その文言の変更、あるいは過疎債の財政支援を受けて実施する事業の

内容及び計画の一部を変更するものでございます。

主なものでございますけれども、３番目の産業振興の区分でございますが、山里Ｌｏ

ａｄにちなんについての記載を本文に追加したりということであります。４番目の地域

における情報化につきましては、携帯電話の不感地区の解消事業でありますとか、ＤＸ

の人材育成事業等の事業計画のほうに追加するものでございます。５番目の区分の交通

施設の整備、交通手段の確保のところにおきましては、路肩の修繕という事業計画を追

加しておるものでございます。６番目の生活環境の整備におきましては、清掃センター

の備品整備という項目を事業計画のほうに追加させていただいております。７番目の子

育て環境の確保、高齢者等の保健、福祉の向上及び増進の区分におきましては、保育園

から認定こども園への移行に伴います本文及び事業計画等の変更をさせていただいてい

るところでございます。また、９番目の教育の振興につきましても、保育園から認定こ

ども園への移行に係る本文の変更等をさせていただいてるものでございます。

主なものはそのようなものですけれども、それ以外のもありますので、御審議のほど、

よろしくお願い申し上げます。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） お諮りします。ただいま議題となっています議案第６号は、審

議の都合により、本日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第６号の本日の審議は質疑

までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第３ 議案第７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット２６ページ。

日程第３、議案第７号、日南町課設置条例等の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第７号、日南町課設置条例等の一部改正について。

次のとおり、日南町課設置条例等の一部を改正することにつきまして、地方自治法第

９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容でございますが、最初に、課の設置ということで、企画課が現在ありますけれど

も、その名称を地域づくり推進課に改めたいという内容であります。また、人権センタ

ーの所管を教育委員会のほうに移管し、総務課の事務分掌のほうから人権・同和対策及

び人権擁護に関すること、また、男女共同参画の行政に関することを総務課のほうから

は削除するということで、教育委員会のほうに移管という内容でございます。また、地

域づくり推進課の事務分掌のほうにＳＤＧｓの推進に関することを追加をさせていただ

いております。また、住民課の事務分掌に児童手当制度に関すること、特別医療費の助

成制度に関することを追加しております。現在、福祉保健課のほうでの管轄ですが、住

民課のほうへの事務移管ということの内容でございます。施行期日につきましては、令

和５年４月１日ということで予定をしております。

なお、あわせまして、日南町の議会の委員会条例の一部を改正、また、日南町行政改

革の推進委員会の設置条例のほうにつきましても、先ほど申し上げました企画課から地

域づくり推進課のほうに名称変更ということの内容について、併せてお願いをしたいと

いうものでございます。

趣旨としましては、従来、企画課というところで名称をしておりましたけれども、以

前はまちづくり推進課というようなところでの推進をしておりました。昨今の動きの流

れの中で、また改めて地域づくり推進課ということの名称に変更することによって、事

務の遂行、あるいは機運等も盛り上げていきたいというふうな目的でさせていただいて

おります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

－７－



４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 総務課でこれまで所管になっていた、いわゆる人権セン

ターの業務ですよね、これを教育委員会に移管されるということで、社会教育の中の人

権、あるいは男女共同参画について、これは本当にいい改正の内容だと思います。私も

以前から、いわゆる部落問題を中心とした人権センター、これまでの過去の事業の中身

を、やっぱり人権教育を社会教育で扱うべきだということを申し上げておりました関係

で、いいと思います。

当初予算には総務課で上げてもちろんおられるわけですけども、速やかに補正予算で

対応されるという流れになるのでしょうか。そのことを確認しておきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 現在上程させていただいております予算関係につきまして

は、款項目それぞれの区分の中で運営してまいりたいと思います。所管については丁寧

な説明等が必要になってまいろうかと思いますが、款項等で変更が生じる場合には、ま

た補正予算等をお願いしたいと考えておりますが、変更なき場合は、業務を担う所管替

えというところで整理をさせていただきたいと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 課の名前、企画課が地域づくり推進課になるということ

で、近隣の市町村もこういったような、何か地域のためみたいなような名称に変更され

てるところが最近あります。これは現状に合わせて、日南町が本当にいい町、みんなの

ための町みたいな感じで、イメージはいいです。職員の意識改革、先ほど町長も意識改

革になるというふうにおっしゃいました。これは研修などがされるのか、あるいは今の

現状のままで、もうみんなで地域づくり、地域のための課題をというような、何か職員

同士の号令的なものなのか、その辺り、１点だけちょっと確認します。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回名称変更させていただいた趣旨っていうのは、先ほど申し

上げたとおりであります。昨年の１１月から１２月をスタートとしております、いわゆ

る当初予算の、どういいましょうか、方向づけの話の中で、事務事業的な見直しってい

うところも加えておりまして、そういった経過の中で、どういいましょうか、職員側か

らの御意見等も頂戴いただきながらということがありますので、全体的な捉え方の中で、

そういった職員っていうか、庁舎内の職員の皆さん方の気持ちっていうところも加えな

がら、総合的な判断の中でこうした条例等の一部改正の内容に至ったということで御理

解いただければと思いますし、また、やはり場面、社会の情勢、背景も含めて、そうい

った推進もする中で、名称も変えていきながら、気分も一新というわけではないですけ

れども、改めて職員一同になって頑張っていただきたいということと、町民の皆さんへ

の理解度っていうか、分かりやすさというところも含めてですが、そういった考え方の
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中で整理をさせていただいておるところでございます。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 総務課の男女共同参画推進が教育課に所管が移るという

ことなんですけれども、先ほども同僚議員の質問にもありましたけども、人権センター

で教育面の、例えば同和問題ですとか、そういう教育面の問題が教育課に移るというこ

とは、それは適正なことだと私も思うんですけれども、男女共同参画の場合には教育以

外の面、実践の面というのが結構多いと思います。例えば、男女共同参画推進条例を見

ますと、第１２条に雇用の分野における男女共同参画の推進というのがあって、第１２

条、町は事業者等に対し、雇用の分野において男女共同参画が推進されるよう、情報の

提供、その他の必要な支援を行うよう努めますということで、ほかの部分でも、事業者

に関わる部分などが結構ありますし、あと、男女共同参画推進計画を見ても、教育の部

分というのはごく一部で、あとは大体実践に関わる部分なんですけれども、この男女共

同参画を教育課でやっていくというのはどうなんでしょうか、どんな形でやっていくの

か。結構負担になるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 経過につきましてっていうか、男女共同参画行政の動きにつき

ましては、そのとおりだというふうに思ってますし、ただ、おっしゃられるように、や

はり実践っていうところの中が、どういいましょうか、これからの大きな課題だという

ふうに認識しております。ですから、ある意味では社会教育っていうところの中の、ど

ういいましょうか、啓発的なところがこれからは大事になるというふうに。その中で次

の施策につなげるっていうことではないのかなというふうに思っていますので、今回は

そういった意味合いで、社会教育的なところの機運をまずは高めていくっていうことを

併せて、施策につきましては教育ではなかなかっていうところもあるのかもしれません

が、それは柔軟な考え方をこれからはしていくべきだろうというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 柔軟な考え方という意味では、この男女共同参画、そし

て男女共同参画推進委員会ですか、この部分は総務課に残すということも可能だと思う

んですけれども、何も別にそこを全て教育課に移管するという必要はないと思うんです

けれども、やっぱり、例えば職員の方の人事の問題、女性管理職をどうやって登用して

いくかとか、あるいは議会改革もそうなんですけどね、どうやって女性議員を登用して

いくかというような問題も含めて男女共同改革の実践なので、そこはどうなんでしょう

かね。教育課で十分フォローできるかどうか、非常に私は不安を覚えるんですけれども、

そこだけ総務課に残すということはできないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 議員おっしゃいましたように、人事配置等でそれぞれ体制
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も事務負担等も変わってこようかと思います。その辺りは町長の方針に基づき適正な配

置には努めたいと思いますが、職員の一方では確保という点でも課題も若干残してござ

います。その辺りは、町長申し上げました、柔軟な形で機運を高め前進させるというと

ころに注力してまいりたいと思います。現時点で、ここでやりますという明確なところ

ではなく、もう少し現段階においては精査が必要かと考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ちょっと待ってください。精査が必要っていっても、今

もう条例の一部改正案が出てるわけですから、これで総務課から男女共同参画というの

を消してしまえば、総務課の仕事では取りあえずなくなるという、そういうふうに認識

するのが普通の考え方だと思うんで、予算にも人権施策推進事業のところに、その一部

として男女共同参画推進委員会の予算なども上がってますけれども、これももし総務課

に残すんだったら、当然これも、一部だけを総務課でやるとかっていう、そういうやり

方はあるのかもしれませんけれども、そこをもう少しちょっと具体的な描像を提示して

もらえないでしょうか。いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほど申し上げましたように、基本的な男女共同参画の事業内

容につきましては、社会教育をまず基点に置きながら、啓発っていいましょうか、そう

いった機運をまず盛り上げていきたいというふうに思っています。その中で、個々の政

策的なところにつきましてのところはあるというふうに思っておりますが、基本的には

教育委員会のほうでの管轄が主体的になりますが、事務の取り扱う内容については横断

的な、どういいましょうか、協力体制っていうところは、そういうところは確認しなが

ら進めていく必要性はもちろんあるというふうに思っております。

また、先ほど議員おっしゃられましたような、管理職的な、例えば男女別の比率のあ

たりの話も出てきておりますけれども、そういったところは庁舎内の全体的な中での取

組だろうというふうに思ってますので、そういった方向性についての考え方っていうの

はこれからも進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 全体的ですので、やっぱりそういうところを見るのは総

務課の仕事なんじゃないんですか。これ、本当に町政全体、町全体に関わることで、教

育の側面を強調したいっていうのも分からなくはないですけれども、それは同和教育っ

ていうのとはちょっと質が違うと思うんですよね。同和問題っていうのは別に解決した

わけじゃなくて、今でも差別は残ってます。ただ、それは実際の施策で、例えば以前は

その特定の地区の方には優遇するというような政策もあったわけですけども、そういう

政策は今もう必要ないという段階にまでは来てるわけです。ただ、男女共同参画という

のはそうではなくて、今まさにここにある問題、差別問題でして、この議場の男性の多

さがそれをまさに物語ってるわけですけれども、全体として。だから、それは今すぐに
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少しでも改善していかなきゃいけない問題で、教育はもちろん大切です。教育は絶対や

っていかなきゃいけないんですけれども、それ以外に、実際の施策として、おっしゃる

とおり、全体として進めなければいけない問題だと思うんですけれども、それを総務課

から外してしまうというのは、ちょっと私は疑問に感じてるとこもあるんですが、どう

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 議員のおっしゃることはよく分かりまして、これまでも男女

共同参画についてはいろんな議論というか、学習とか、それから政策的な面で、日南町

も含めて、日野郡等々でもやってきました。その基本というところについては、いろい

ろと話をした中で詰まったと思います。ただ、実践ということで、先ほど言われたとこ

ろも含めたところで議論や、それから今の状態等々についてみんなで話し合っていくと

いうところが、総務課管轄、政策というところでなかなかできないところがありました。

ぜひ教育関係、社会教育という部分で、いろんな実態とか、それから、こういうふうな

ところをいったらどうかというような学習面のところを深めていくところが必要じゃな

いかなというところもあります。まあ、自由のところと言ったら失礼になるかもしれま

せんけれども、発展的なところで話をしていくというところを見たところで、教育委員

会でお世話にならないかというところで決めさせていただきました。御理解いただきま

すようによろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） これまでも度々自立改革推進本部のことについて言及を

してきましたけども、今度の地域づくり推進課に地方創生総合戦略のことが記載がない

わけですけども、そこの辺りはどう考えておられるのかということがまず伺いたいと思

います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるとおり、今、条例上の中身にはありませんけれ

ども、規則の中で今、改正するっていう内容で整理をさせていただいているとこであり

まして、現行ではそういう方向の中で総合戦略につきましての内容は網羅していきたい

というふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 地方創生総合戦略、日南町総合計画の中の実施計画にも

位置づけられとる重要な業務であります。課の設置条例の中には総合計画に関すること、

過疎計画に関すること、行財政改革に関することなど記述があるわけですから、きちん

と課の設置条例の中に総合戦略も位置づけるべき大きな項目だと思いますが、検討され

ませんか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 総合計画と違いまして、総合戦略につきましては御案内のよう
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に地方創生というところの中からスタートしてきた内容でございますし、それが今、第

１期終わって、第２期に入っている最中というふうに思っております。総合戦略も将来

的っていいましょうか、国の方向性として名称変更っていう形の中でこれから動き始め

るっていう状況になります。いわゆるデジタル田園都市構想あたりの名称変更というと

ころもこれから出てくるというふうに思っておりますので、その段階に合わせて前向き

な検討をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今のところで変える考えはないようですけども、もう一

つは、地域づくり推進課の中の前に、自立改革推進本部の事務は企画課で行うというこ

とになってます。これが地域づくり推進課になるんですけども、地域づくり推進課の中

に、先ほど言いました総合戦略を入れることが今できないというか、しないということ

になると、自立改革推進本部の事務に関することっていうのもあってもいいではないか

なと思うわけですが。自立改革推進本部が恒常的に規則で設置されておる状況の中で、

業務内容は、事務内容は変わってくるかもしれませんが、自立改革推進本部に関するこ

と、課の設置条例の中に入れておくべきではないかと思いますが、その点についてはい

かがですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、自立改革っていうところの動きの内容につき

ましては、もちろん日南町もそうですけど、全国的な考え方の必要性があるということ

の中で、それぞれの地方自治体の中で生まれてきてるというふうに思ってます。あわせ

て、今後の必要性っていうところも当然、継続する必要性があるというふうに認識して

おります。そういった意味で、今までの過程の中で、やはり従来、企画課の、現行もそ

うですけど、単独でっていうのがなかなか難しかったっていうところ、人員的にですよ、

いうことがありますが、ただ、強化していく部分っていうところの中で流れてきたとい

うふうに思ってます。そういった意味合いにおきまして、今後の考え方につきましては、

少しちょっとまた精査する必要性があるかなというふうに思っておりますが、連携とい

うところから申し上げると、やはり現行の企画課っていうところの人員体制との絡みも

含めてですが、明確な形っていうのが取れれば一番いいのかなというふうに思ってます

が。いずれにしても、こういった事務内容っていうところの、どういいましょうか、強

化っていいましょうか、そういったところはこれからも必要だろうというふうに認識し

ております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 課の設置条例の改正でありますけども、それに付随する

行政組織、規則も当然変わってくるわけですから、そこのとこも資料の提出を求めたい

と思います。丁寧な説明が必要だと思います。あわせて、教育委員会組織に関する規則

についても提出を求めたいと思います。議長、よろしく。
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○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 求められた規則につきましては、後ほど提出させていただ

きます。

○議長（山本 芳昭君） 地域づくり推進課と教育課についての規則の資料ということで

すね、提出を。

いつ提出できますでしょうか。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 確認の時間も取らせていただきたいと思いますが、速やか

に提出に努めたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 速やかにって、具体的に日数を言ってください。予算審査特別

委員会の日程もございますので。

實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 失礼いたしました。予算審査特別委員会の設置されました

暁には、その委員会中にお示しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（山本 芳昭君） 予定では本日設置する予定になっておりますので、本当に早く

提出をしていただきたいと思います。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 先ほど同僚議員から男女共同参画は総務課にというふう

な意見がありましたけども、私はやっぱり社会教育の一環として、きちっと教育委員会

が取り扱うべきだと。特に最近、ＬＧＢＴの問題もあるし、夫婦別姓のことやいろんな

ことを社会教育の一環として教育委員会にしっかり取り組んでほしいと。まさに人権問

題なんです。ですから、その点について、再度町長に、何か横断的な対応も、柔軟な対

応ということも言われましたけども、やっぱり社会教育の一環として、人権問題として

しっかり取り組むということを町長の言葉からお聞きしたいんですけども、どうでしょ

うか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には順を追って、一部改正をお願いをしたいということ

で申し上げておりますので、基本的には社会教育分野の中でしっかりとしたものを、啓

発的なところも含めてですが、していただきたいということをまずは思っておりますの

で、そういった趣旨で上程をお願いをしたということでありますので、その方向では進

みたいというふうに思っております。ただ、内容によりけりでっていう話は、事業の内

容につきましては横断的なところが当然必要になってくるというふうに思っております

ので、そういったところは協力し合っていくということが基本だろうというふうに思っ

ております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

－１３－



○議員（８番 岡本 健三君） 今の男女共同参画のとこについてなんですけども、ちょ

うど基本計画が令和５年度までです。令和６年度から第５次になるんですかね、日南町

男女共同参画推進計画というふうに６年度からなるので、５年度の間に教育課でやるな

ら教育課できっちりとその計画を練り直すことになるんだと思いますので、ぜひ。ちょ

っと今の内容と多分がらっと変わってくるような感じもするので、委員会で徹底した討

論をしていただくよう求めます。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第７号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第７号の本日の審議は質疑

までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第４ 議案第８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット３０ページ。

日程第４、議案第８号、日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条

例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第８号、日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備

に関する条例の一部改正について。

次のとおり、日南町職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を

改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の

議決を求めるものでございます。

内容でございますが、令和４年９月議会にて可決された日南町職員の定年引上げ等に

伴う関係条例の整備に関する条例につきまして、一部を改正するものでございます。

主な内容でございますが、３点ほどですが、まず、人事院勧告によります給料月額の

変更に伴います給料表等の変更、２つ目が、定年前再任用短時間勤務職員の給料表上の

費目の修正等でございます。給料月額を基準給料月額に修正、あるいは、６０歳を超え

る職員の給料７割化の特例規定の中に、当該６０歳を超える職員が育児短時間勤務を取

得した場合の計算式を盛り込む改正の内容です。３つ目ですが、引用法令等の修正とい

うことで、「地方公務員法」の引用を「法」に変更する修正の内容でございます。

施行期日ですが、令和５年の４月１日でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。
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お諮りします。ただいま議題となっています議案第８号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第８号の本日の審議は質疑

までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第５ 議案第９号

○議長（山本 芳昭君） タブレット５３ページ。

日程第５、議案第９号、日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第９号、日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正について。

次のとおり、日南町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

ることについて、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求め

るものでございます。

内容ですが、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、日南町議会議員の期末手当の支

給率を１００分の１６ ５から１００分の１６５に改定するものでございます。

施行期日ですが、令和５年の４月１日でございます。

以上、説明を終わります。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第９号は、審議の都合により、本日

は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第９号の本日の審議は質疑

までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第６ 議案第１０号

○議長（山本 芳昭君） タブレット５４ページ。

日程第６、議案第１０号、日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。
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○町長（中村 英明君） 議案第１０号、日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部改正について。

次のとおり、日南町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正することについて、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決

を求めるものでございます。

内容ですが、特別職の国家公務員の給与改定に準じ、日南町特別職の職員で常勤のも

のの期末手当の支給率を１００分の１６ ５から１００分の１６５に改定するものでご

ざいます。また、教育長の報酬月額を現行の５７万円から５８万０００円に改定する

ものでございます。

施行期日は令和５年４月１日であります。

なお、教育長の月額のお話ですが、日野郡内の教育長の月額のほうに合わせていきた

いということの内容でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１０号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１０号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第７ 議案第１１号

○議長（山本 芳昭君） タブレット５５ページ。

日程第７、議案第１１号、日南町特別会計条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１１号、日南町特別会計条例の一部改正について。

次のとおり、日南町特別会計条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第

９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、日南町の特別会計に鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別

会計を追加する内容でございます。鳥取県の西部の町村であります情報公開、あるいは

個人情報保護審査会の共同設置規約によりまして、令和５年度及び令和６年度、幹事町

村が日南町になることから、特別会計を設置し、審査会の事務を担任するものでござい

ます。

施行期日が令和５年の４月の１日でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１１号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第８ 議案第１２号

○議長（山本 芳昭君） タブレット５６ページ。

日程第８、議案第１２号、日南町国民健康保険条例の一部改正についてを議題としま

す。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１２号、日南町国民健康保険条例の一部改正について。

次のとおり、日南町国民健康保険条例の一部を改正することにつきまして、地方自治

法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、健康保険法第１０１条並びに健康保険法施行令第３６条の改正に伴いま

して、出産の一時金の支給額を、４０万０００円を４８万０００円とする内容でご

ざいます。現状、出産の育児一時金としまして４０万０００円に１万０００円を加

算して、４２万円を給付としております。基準額の４０万０００円を４８万０００

円に増額し、総給付額につきましては５０万円とする内容の改正でございます。

施行期日ですが、公布の日からとさせていただいております。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１２号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１２号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第９ 議案第１３号

○議長（山本 芳昭君） タブレット５７ページ。

日程第９、議案第１３号、日南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例等の一部改正についてを議題とします。
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本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１３号、日南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正について。

次のとおり、日南町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正することにつきまして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本

議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴いまして、

所要の改正を行うものでございます。具体的には、児童福祉施設等における児童の安全

確保に関する計画の策定が義務化されたため、計画の策定に関する規定を追加しておる

ものでございます。また、障がいの有無、年齢、国籍にかかわらず、全ての子供を受け

入れるインクルーシブ教育を保育にも取り入れていくに当たりまして、支障が生じない

場合に限りまして、職員の兼務や設備の共用を可能とする内容に改正を行うものでござ

います。また、児童福祉施設等における業務継続計画の策定が努力義務化されたことか

ら、業務継続計画の策定、計画の周知、研修及び訓練についての規定を追加してるもの

でございます。また、民法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、親権者の子に

対する懲戒権の規定が削除され、新たに子の、子供さんのという意味ですが、人格の尊

重等に関する規定が追加されたことから、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定の削

除を行っております。

施行期日ですが、令和５年の４月１日、ただし、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する

規定の削除につきましては、公布の日とさせていただいております。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 安全計画についてなんですけれども、これ、認定こども

園とか、ごめんなさい、どこまでが対象になるんでしょうかということと、あと現在の

状況で安全計画というものはあるんでしょうかということを教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） まず、前段の対象という御質問でございますが、今回改正

をお願いしておりますのは、子育て支援センター内のゼロ歳児預かり保育事業、それか

ら認定こども園、また子育て支援センターの放課後児童クラブ事業でございます。

○議長（山本 芳昭君） 計画はあるのかという質問がありましたが。

出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 先ほど総務課長から答弁のありました３か所の園のほ

うがこの条例改正の対象になるところとなります。計画の策定につきましては、こども

園及び放課後児童クラブのほうにつきましては、計画のほうを策定しております。乳児
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のほうを扱っております、未満児さんのほうですね、のほうを預かっておりますところ

につきましては、計画というところまでには至っていないところもありますので、この

条例を受けまして、早急に作成のほうを行っていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 先ほど説明がありました懲戒に係る権限の濫用禁止、条

例２つとも削除ということなんですけども、これ、法律に定めがあるから、この部分は

条例から外すということなんでしょうか。町長が言われるように、子供たちの人権の部

分ができたのでっていうような説明だったと思うんですけども、この改正条例には新た

にそういう記述は関連するところないんですけども、ちょっと詳しく説明いただきたい

と思います。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） まず、この懲戒に係る権限の濫用禁止の中に児童福祉法第

４７条第３項というのがあるんですが、その児童福祉法第４７条第３項のほうが改正に

なっております。その中に懲戒のことが改正前は記載がありましたけれども、その懲戒

というところが改正後はなくなりましたので、条例の懲戒に係る権限の濫用禁止という

ものを削除するものです。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１３号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１３号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１０ 議案第１４号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６６ページ。

日程第１０、議案第１４号、日南町消防団条例の一部改正についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１４号、日南町消防団条例の一部改正について。

次のとおり、日南町消防団条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第９

６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、団員の任用の要件を「本町に居住する」から「本町に居住又は勤務す

る」に変更、あと、年齢要件の１８歳以上６０歳に到達した日以降、最初の３月３１日

までの間にある者、この要件を１８歳以上に改正するものでございます。具体的には、

近年の全国的に消防団員の減少が問題になっており、本町におきましても欠員が続いて

いることから、近隣市町村の状況を踏まえまして、居住地による任用要件を緩和するこ
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とにより、団員の確保につなげることを目的としているものでございます。並びに、現

行の条例の団員数は１０３人でございますが、現在の団員数は９８人ということで、５

人の欠員がある状況でございます。

施行期日につきましては、令和５年４月１日でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１４号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１４号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時１０分からといたします。

午前 ９時５９分休憩

午前１０時１０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第１１ 議案第１５号

○議長（山本 芳昭君） タブレット６９ページ。

日程第１１、議案第１５号、日南町個人情報保護法施行条例の制定についてを議題と

します。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１５号、日南町個人情報保護法施行条例の制定について。

次のとおり、日南町個人情報保護法施行条例を制定することにつきまして、地方自治

法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容でございますが、令和３年５月１９日に公布されましたデジタル社会の形成を図

るための関係法律の整備に関する法律によりまして個人情報の保護に関する法律が改正

され、本町を含む地方公共団体の個人情報の保護制度が改正後の個人情報の保護に関す

る法律に一元化されたことになったことから、その運用に関し必要な事項を定めるもの

でございます。個人情報保護制度を個人情報の保護に関する法律に準拠して運用するこ

とから、現行の日南町個人情報保護条例を廃止するものでございます。

施行期日は令和５年４月の１日でございます。以上です。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。
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○議員（８番 岡本 健三君） この条例ですが、現在でも附則の第２条に日南町個人情

報保護条例は廃止するというふうに書いてありますけども、現在でもこれ、立派な日南

町個人情報保護条例があるわけですが、これに対して、改正して何がよくなるのか、住

民にとって何の利益があるのかということを端的に教えていただけないでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 御質問に対する回答ですが、大きく取り上げる点としまし

ては、個人情報ファイル簿の作成を行うようになってまいります。現在も事務を進めて

おりますけども、日南町が取り扱うものというのを厳格に管理、保管をする中で、しっ

かりとより個人情報を厳格に管理することによりまして、漏えい等を着実に防ぐという

ようなことでは、よりそういった形では町民の皆様に安心をお届けできるのかなという

ふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） なるほど、そこがということですか。ただ、この個人情

報ファイル簿の作成というのは、もう一つの側面があるのは御存じだと思います。これ

現在のところ、都道府県や政令指定都市以外は努力義務ということになってますが、匿

名加工情報の提供ということが言われてます。都道府県や政令指定都市では匿名加工情

報の提供を義務づけていると。匿名加工情報っていうのは、個人情報をある程度隠して、

分かりにくくして出すことによって、もうそれは個人情報ではないですよ、だから、そ

れは自由に行政が企業なりに提供していいですよというのが匿名加工情報ですけれども、

先ほどおっしゃってた個人情報ファイル簿の作成ということは、厳格に管理という面も

あるのかもしれませんけれども、もう一つは、外から見て、どんな個人情報を行政が持

ってるかということがはっきりして、それを選んで、これが欲しいといって提供という

ことができるというようなことも出てくる可能性があると思うんですが。現在は匿名加

工情報の提供をしないという方針だと思うんですが、将来的に匿名加工情報の提供する

可能性がやっぱり出てくるんじゃないんでしょうか。そういう危険はどう考えておられ

るでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 現時点、国から示されている内容につきましては、議員も

一部おっしゃったとおりでございます。規定は設けられていないところでございますの

で、言い換えるならば、義務化されるまでは本町としましては対応しないという方針で

進めてまいりたいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） それで、もう一つの問題が、オンライン結合の問題とい

うのがあります。つまり、パソコン、コンピューターをオンラインでつないでおいて、

そこからよその機関が個人情報を取れるような仕組みというのをつくるというのが、も

う一つ新しい法律の目的としてはあるというふうに言われてます。現在ある条例では、
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第８条第３項に、通信回線により結合された電子計算機を用いて個人情報を提供しては

ならないとの規定が条例の中にはっきりとあるんですけれども、新しい条例にはどうも

この規定はないようなんですが、この取扱いというのはどうなるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 議員からの御指摘ありますオンライン結合でございます。

今回上程させていただいております本町の条例には文言としては出てはまいりませんが、

上位法において義務づけ、先ほどの匿名加工情報についてと同様に義務化されるまでは

対応しない予定で、方針でございます。ただ、様々なケースが今後想定はされてくると

思いますが、国の法案審議等も注視しながら、動向も注視しながら、内部の検討は継続

して進めてまいりたいと思いますが、繰り返しになりますが、現時点においては義務化

されるまでは対応しない方針でございます。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 義務化されるまで対応しないとおっしゃるんですが、そ

もそもこの条例自体が物すごく本当に最低限の基本的なことしか定めてなくて、ほかに、

例えば匿名加工情報、匿名加工情報については料金の問題があるんで、今、無料として

るんで、恐らく提供することになったらそこを変えなければいけないと思うんですが、

例えばオンライン結合についても、条例には定めてないということは、これはどう、条

例ではなくて、もしそういう必要が出てきたら、全部下位の規則などで定めていくとい

うようなことになるんでしょうかね。それだと、議会の議決を通らずにということにも

なってくるんですか、その辺のところの考え方はどうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 具体的に事務等も求められるようになってまいりました暁

には条例に加えるべきだろうというふうに整理、考えておりますけども、現時点では本

町の条例案には設けてない、つまりは、規定をしておりませんので、そのような取扱い

をしないということで進めてまいりたいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） それで、そのような取扱いをしないということは、じゃ

あ、そうおっしゃると、今度はそもそもこの条例、改正する必要があるんですかという

ことなんです。現状の個人情報保護条例が十分なものかどうかというのは議論の必要は

あるかもしれません、あると思いますが、ただ、今の条例には、先ほども申し上げたと

おり、オンライン結合の制限というようなことがありますし、匿名加工情報もそもそも

そういう提供することを前提としてない条例ですから、今の条例のままでしばらく、も

うちょっとよく議論をして、どんな条例をつくっていくかということを考えてもよいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 議員御指摘のように、本町独自の条例を持って運用するこ
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とも方法としてはあろうかと思いますけども、上位法、国の法律改正に準じて適切な運

用を行う。言い換えますと、本町独自で運用しますと、それだけチェックでしたり、事

務も厳格に進めてまいる必要があろうかと思います。そういったケースにおいてもきち

っとした対応ができるようにという基軸においては、国に準拠した条例を制定させてい

ただくというのを基本としております。また、西部町村あたりの動向も参考にしながら

今回進めてきた経過もございますので、そのような形で進めてまいりたいと考えており、

独自な、現行の条例というのは廃止という形でさせていただきたいと整理してございま

す。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） いや、ただ、今までもきっちりと運用されて、チェック

なども独自にされてきたわけですよね。それが大きく変わるとは思えないんですけれど

も。別に国がやるからといって、特に罰則とか情報のやり取りに直接何か国と、国から

のいろいろな通知、通達などが来るんでしょうけども、そういったところで支障が起こ

るとかっていうことが具体的に何かあるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 現時点におきましては、大きな支障というのがなかなか想

定できかねるわけでございますが、そもそもにこの個人情報保護法の改正の前段には、

デジタル社会形成整備法に基づく改正というものがなされているところでございます。

様々な社会情勢というのが変革期にございます。そういった中での個人情報の取扱い、

また、それ以外の部分でも関連して今後あるようであれば、やはり国の法律を基本とし

た形で本町においても条例を定め、その運用をするというところで進めていくのが肝要

であろうというふうに整理したところでございます。また、今後の動向も踏まえてです

が、冒頭申し上げました個人情報ファイル簿等求められているところも加わってきてお

ります。そういったところはやはり必要ですので、現条例ではなく、新たに制定をして

スタートしていきたいというふうな形で御理解いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

○議長（山本 芳昭君） 議論が平行線をたどっておるようでございますので、同じよう

な質疑でございますと、やめていただきたいと思いますが、何か違った観点での質疑ご

ざいますでしょうか。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） とにかく個人情報保護条例っていうのは、自治体が先行

して、それに国が追随したという歴史的な経緯もありますので、ぜひ、自治体がいい条

例をつくっているので、慎重な議論を求めます。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１５号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１５号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１２ 議案第１６号

○議長（山本 芳昭君） タブレット７２ページ。

日程第１２、議案第１６号、日南町議会の個人情報の保護に関する条例の制定につい

てを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１６号、日南町議会の個人情報の保護に関する条例の制

定について。

次のとおり、日南町議会の個人情報の保護に関する条例を制定することにつきまして、

地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございま

す。

内容ですが、日南町議会の個人情報の保護に関する条例を制定するということでござ

いますが、令和５年の４月１日から施行される改正後の個人情報の保護に関する法律に

より運用される個人情報保護制度につきまして、議会につきましては法の適用から除外

されるため、個人情報の保護制度運用のための独自に条例を制定する必要があるからで

ございます。

施行期日は令和５年の４月１日でございます。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） これも結局、以前の条例では議会も含めて個人情報保護

というものをやってたんじゃないんでしょうか。それに対して、わざわざ新たな条例を

つくるということの利点がはっきりしてないと思うんですけれども、条例作成のですね、

いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほどからのお話もいただいているところでございますが、基

本的には上位法に当たります個人情報の保護に関する法律等が、あるいは、前議案で申

し上げますと、デジタル社会の形成のための法律っていうところが出てきておりますの

で、そういった上位法を優先的な捉え方の中で整理をしてきてるっていうことでありま

す。先ほど申し上げましたが、その中で申し上げると、議会議員の皆さんの個人情報に

関しては、上位法のほうは適用外という形になりますので、今回、独自の形の中で条例

を制定させていただきたいというふうな意味合いでありますので、御理解をいただけれ

ばというふうに思っております。
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○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 先ほども申し上げたとおり、個人情報保護というのは地

方自治体のほうが先行してやってきたものでもありますし、歴史的には。ただ、今のだ

と、答弁だと、ただ法律ができたから変えましたというふうに聞こえてしまうんですよ

ね。だから、そういったところはもっと国にどうしてほしいということは意見を言って

いってもいいと思うんですけれども、何も全部、全てが全て国の言うとおりにしなきゃ

いけないということではないと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 国のほうで既に施行されてきてるっていう話でありますので、

歴史的な過去の経緯っていうところはあろうかというふうに思っておりますけれども、

そういった上位法のほうがもう確立されてるっていう現状下の中での動きをせざるを得

ないというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１６号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１６号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１３ 議案第１７号

○議長（山本 芳昭君） タブレット８９ページ。

日程第１３、議案第１７号、日南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定

についてを議題とします。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１７号、日南町一般職の任期付職員の採用等に関する条

例の制定について。

次のとおり、日南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例を制定することにつき

まして、地方自治法第９６条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるもので

ございます。

内容ですが、日南町の一般職の任期付職員の採用等に関する条例を制定するというこ

とでございますが、専門的な知識、経験等が必要とされる業務、一定期間内に終了する

ことが見込まれる業務等におきまして、期間を限って必要な人材を任期付職員として採

用できるよう、地方公共団体の一般職の任期つきの職員の採用に関する法律及び地方公

務員法の規定に基づきまして、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職

員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるため、条例の制定をしたいという内容でご
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ざいます。

施行期日ですが、公布の日からでございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） この条例、新たな条例を制定されるわけですけども、一

定期間の職員の採用ということになるんですけども、今行われている地方公務員の採用

と、根本的に給与等は条例に基づいているようですけども、採用の仕方、あるいは公募

の仕方、どのように現在の正職員の方と変わるのか、分かりやすく説明をしていただき

たいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） お尋ねの内容でございます。大きく２点あろうかと整理し

てございます。

まずは、１点は、条例名にもございます任期つきという点でございます。年数を定め

まして、一定期間に特化した形での採用、もう一つには、年齢要件でございます。新規

採用職員等とは異なり、専門的な知識等を要する方を採用するに当たりましては、その

辺りはないというところでございます。このたび、既に当初予算等の上程もさせていた

だいております。今後の議論でもまた詳細の説明させていただこうと思いますが、防災

対策事業におきまして来年度採用したいということから、このたび条例を制定させてい

ただきたいというものでございます。鳥取県内も、鳥取県はじめ２市１町においてこう

いった条例を制定して、既に実施しているところの先進地も参考にさせていただいた経

過の中で、今回は防災対策という面で想定をしてございますが、今後、その他の面にお

きましても専門的な知識を要する職員としての採用というのは広がってまいろうかとい

うふうに思います。そういったことも鑑み、このたび制定させていただきたいと考えて

おります。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１７号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１７号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１４ 議案第１８号

○議長（山本 芳昭君） タブレット９２ページ。

日程第１４、議案第１８号、日南町学校給食費徴収条例の制定についてを議題としま

す。

本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
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中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第１８号、日南町学校給食費徴収条例の制定についてでご

ざいます。

次のとおり、日南町学校給食費徴収条例を制定することについて、地方自治法第９６

条第１項の規定によりまして、本議会の議決を求めるものでございます。

内容ですが、学校の給食費を一般会計のほうで運用することに伴いまして、学校給食

費徴収条例を制定するものでございます。

施行期日は令和５年４月の１日であります。

現在、どういいましょうか、現状でございますけれども、担当してる給食事務関係に

つきましては、教育課のほうで担っておるという状況でございますし、多くの学校がこ

うした体制のほうで推進をされてるっていうことも鑑みまして、あわせて事務の効率化

につながるというふうに思っておりますので、この方向で進めさせていただきたいとい

う提案でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） これより本案に対する質疑を許します。

２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 給食費を一般会計で運用ということでありますけれども、

現在の徴収、いわゆる集金の方法と支払いの方法、誰がどのようにされているのかとい

うちょっと説明を加えていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 現在の給食費の徴収等につきましては、学校給食会のほう

で運営をしております。これを一般会計にすることで、教育委員会のほうで処理をして

いきたいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 学校給食会はいいんですけど、誰が、具体的な職員とか

ですね、要は教育委員会の職員なのか、どういう形なのかということ、それから、そう

いうような事務ですね、具体的に、学校給食会の事務は全て教育委員会でやっとって、

集金も支払いもやられてるかということをもう１回伺います。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 現在、学校給食会の事務局を教育委員会事務局のほうで担

当しておりますので、そちらの担当職員が主にしております。一部業務につきましては、

栄養教諭のほうが食材の注文等も担当しているというところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 現在、この条例、新たなものができるとすれば、令和４

年度までの学校給食会での給食費の未納の有無について伺いたいと思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 現在まで未納の、細かい額までは今把握しておりませんが、
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数件の家庭で未納の状況があるというところです。未納分につきましては、学校給食会

のほうで会計を引き続き担うというところで、納付後に一般会計のほうに給食会のほう

から納入ということにしております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっとそこら辺の切り分けがどうなのかなとは思うん

ですけども、ゼロからスタートするのか、もう既に学校給食会という組織が未納分の債

権を持ってる的な考え方になりますですよね。そこら辺りの会計処理のほうはうまい具

合に進めていただきたいと思うんですけれども、そうなってきますと、一般会計となり

ますと、いろいろな部分、いわゆる未納者に対する督促であったりとか、そういうよう

な仕組みっていうのが必要になってくると思うんですけれども、そこら辺の対応につき

ましては、どのようにお考えでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） 現在も、私会計ではありますけれども、督促をしたりとい

うところは、どういいますか、税とかほかのものと一緒のような対応をさせてもらって

いるところであります。今後につきましても、一般会計になるということですので、税

とかそういった各種料金等と同じようなやり方で督促、催告のほうをしていきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 未収金というのは町税等もいろいろと問題になってきて

おるというところで、未収金の取組会議というような形で町全体で情報共有して対応さ

れてるところですけども、この学校給食費についても同様な取扱いになるのかどうか、

それだけ確認をお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。

○教育次長（段塚 直哉君） 同様な取扱いになるというふうに考えています。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ごめんなさい、同僚議員の滞納の問題とちょっとかぶり

ますけども、一般会計に移行することによって、新規事業の説明に滞納が少なくなるよ

うなちょっと記述も見ましたけども、それの根拠、要するに給食費がなかなか親御さん

が払えないという状況が本当に解決されるのかどうなのかということも含めてお聞きし

ますし、それから、学校給食会との関係は、給食のことなんで、管理栄養士が見られる

と思いますけども、この関係についてどのように。会計が移行するだけで、別に中身は

変わらないとは思うんですけど、その点についてお聞かせ願いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 現在、未納がある場合、事情は様々なんですけれども、一

つに、口座からの引き落としの期日に入金がきちんとされていなかった場合、後日納付

をしていただくんですけれども、現在の制度では、納付書を送って、ＪＡの窓口、ある
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いは教育委員会の事務局の窓口のほうでしか取扱いができない状況です。金融機関、ほ

かに口座を持っておられても、その２つの窓口でしか対応できない状況です。一般会計

にすることで、コンビニ納付等も可能になりますので、保護者のほうもそういった利便

性が高まるであろうというところで、未納の減も一定程度あるのではないかなと考えて

いるところです。

また、学校給食会との関係につきましては、先ほど議員おっしゃったとおり、会計の

み一般会計に変わるというところで、給食の様々な内容とか、それから、組織とかそう

いったところについては見直しは考えていないところです。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 念のため聞きますけれども、滞納の解消ということで、

一部には一般会計に移すことで児童手当から給食費をもう差し引いてしまうというよう

な動きもあるようなんですけれども、そういったことはされないということでいいでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的な考え方として、児童手当の目的、あるいは、学校給食

費は食べたものに対する負担という話でありますので、今後するつもりはありません。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） これまでとあまり変わらないのかもしれませんが、いわ

ゆる学校給食の保護者負担の基準、提供する給食の基準、そこら辺りについて説明をい

ただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 現在の学校給食費保護者負担分につきましては、今年度、

小学生で２６９円、中学校で３１９円の保護者負担をお願いしているところです。町の

負担として、補正も含めまして、１食当たり９０円、町で負担ということで今年度は運

用しております。来年度につきましては、予算に上げているところですが、小学生につ

きましては１食当たり２５０円、中学生につきましては１食当たり３００円の保護者負

担を考えております。現在の保護者負担分を僅かでも軽減して、物価高騰等で経済的に

も多くの方が困っておられるところの少しでも負担を軽減できればと考えております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 金額はまた予算のところでもいいんですけども、要する

に規則で定めるというところがありますよね。ですので、例えば保護者負担について、

調理に係る費用は徴収しないとか、そういう運用がされとると思うんですけども、食材

費についてどういう考え方なのか、そういう規則に定められるであろう基準について説

明をいただきたいと思います。それは、規則に定めるところが、ただ単に何十何円とい

う数字だけなのか、一定のルールを示されるのかということも含めて、どうでしょうか。

－２９－



○議長（山本 芳昭君） 三上教育課長。

○教育課長（三上 浩樹君） 失礼いたしました。本条例に合わせて、日南町学校給食費

徴収条例の施行規則を準備しているところです。ここには保護者から徴収する学校給食

費の額は、先ほど申しました金額、食材費のみの金額を徴収することとしておりますの

で、その他の経費等に関わるものについては保護者から徴収しないということになって

おります。

○議長（山本 芳昭君） 質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第１８号は、審議の都合により、本

日は質疑までにとどめたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、議案第１８号の本日の審議は質

疑までにとどめることに決定しました。

・ ・

日程第１５ 議案第１９号 から 日程第２１ 議案第２５号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和４年度補正予算書ファイルをお開きください。

日程第１５、議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）、日程第

１６、議案第２０号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）、日

程第１７、議案第２１号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）、日

程第１８、議案第２２号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算（第３

号）、日程第１９、議案第２３号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）、日程第２０、議案第２４号、令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事

業特別会計補正予算（第１号）、日程第２１、議案第２５号、令和４年度日南町病院事

業会計補正予算（第２号）、以上、令和４年度補正予算関係７議案を一括議題として前

回議事を継続します。

各案に対する質疑は前回行いましたが、ここで質疑漏れがあればこれを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 以上で質疑を終結します。

これより討論、採決を行います。

討論、採決は議案ごとに行います。

日程第１５、議案第１９号、令和４年度日南町一般会計補正予算（第８号）の討論を

許します。

まず、本案に対する反対者からの発言を許します。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 令和４年度一般会計補正予算（第８号）に反対の立場か

ら討論します。

説明資料のタブレットの１４ページのじんかい処理事業の中にごみ処理施設建設費と
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いうのが入っておりまして、これは、先日の説明では、候補地が増えて、そのための環

境アセスメントの費用が増えたということでございました。私は、この計画自体、基本

構想自体を見直すべきと。内部でどういう話合いが行われてるかというのはあるんだと

は思いますが、現状、基本構想を見直すということは公式には表には言われておりませ

んので、その状況で、ということは、だから、プラスチックを燃やしてごみ発電をする

という、その計画が今、その前提で候補地を選定しているというふうに捉えざるを得ま

せんので、それについては見直しを求めていくという、反対するという立場ですので、

この予算にも反対いたします。

○議長（山本 芳昭君） 次に、本案に対する賛成者からの発言を許します。

７番、古都勝人議員。

○議員（７番 古都 勝人君） 今、反対者の話を聞いておりましたけれども、先般来議

論になっておりますように、県西部でどうしてもこういった施設が必要になるわけでご

ざいまして、候補地が増えたということは、やはり一から調査して、どこが一番適切か

ということを諮らなければいけません。環境関係の追加予算ということですので、それ

も含めて考えるべきだと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私も西部広域の行政管理組合ごみ焼却施設について、金

額は３２万０００円ですけども、これは大きな施設を令和１４年度の稼働を目指して

行われている予算の執行です。一度決めたら進むと、問題があっても進むという西部広

域行政管理組合の姿勢は、本当に問題があるというふうに思います。エコスラグセンタ

ーのことでもそうです。やっぱり、本当に立ち止まって、ああいう大きな施設を、焼却

炉を設けることがいいのかどうなのか、そのことも含めて、行政にはしっかり検討して

もらいたいということの意見を述べて、反対討論といたします。

○議長（山本 芳昭君） ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第１９号は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（山本 芳昭君） 起立７名です。起立多数です。よって、本案は、原案のとおり

可決されました。

日程第１６、議案第２０号、令和４年度日南町国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。
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これより採決を行います。

議案第２０号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第１７、議案第２１号、令和４年度日南町介護保険特別会計補正予算（第２号）

の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第２１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第１８、議案第２２号、令和４年度日南町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第２２号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第１９、議案第２３号、令和４年度日南町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第２３号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第２０、議案第２４号、令和４年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

補正予算（第１号）の討論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。
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これより採決を行います。

議案第２４号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

日程第２１、議案第２５号、令和４年度日南町病院事業会計補正予算（第２号）の討

論を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 討論を終結します。

これより採決を行います。

議案第２５号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１１時１０分からといたします。

午前１０時５８分休憩

午前１１時１０分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

・ ・

日程第２２ 議案第２６号 から 日程第３１ 議案第３５号

○議長（山本 芳昭君） タブレットの令和５年度当初予算書ファイルをお開きください。

日程第２２、議案第２６号、令和５年度日南町一般会計予算、日程第２３、議案第２

７号、令和５年度日南町国民健康保険特別会計予算、日程第２４、議案第２８号、令和

５年度日南町介護保険特別会計予算、日程第２５、議案第２９号、令和５年度日南町介

護サービス事業特別会計予算、日程第２６、議案第３０号、令和５年度日南町後期高齢

者医療特別会計予算、日程第２７、議案第３１号、令和５年度日南町再生可能エネルギ

ー発電事業特別会計予算、日程第２８、議案第３２号、令和５年度鳥取県西部町村情報

公開・個人情報保護審査会特別会計予算、日程第２９、議案第３３号、令和５年度日南

町簡易水道事業会計予算、日程第３０、議案第３４号、令和５年度日南町下水道事業会

計予算、日程第３１、議案第３５号、令和５年度日南町病院事業会計予算、以上、令和

５年度当初予算関係１０議案を一括議題とします。

各案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 議案第２６号、令和５年度日南町一般会計予算。令和５年度の

日南町の一般会計の予算について上程いただきましたので、私のほうからは、概要の大
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きな数字ほど述べさせていただきたいというふうに思っております。

一般会計予算のほうですが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億９１０

万０００円と定める内容でございます。なお、負担行為につきましては、第２表の負

担行為、地方債につきましては、第３表のほうで地方債を載せておりますので、御覧い

ただければと思います。

なお、昨年度が、当初予算額ですが、６７億０２９万０００円でありましたので、

比較を申し上げますと、１億８８１万０００円の増であります。 ９％の増であり

ます。なお、この後、全ての予算につきまして私のほうから上程をさせていただきます

けれども、内容につきましては、この後、丸山副町長、あるいは課長、あるいは病院の

事業管理者のほうから説明をさせますので、概要の内容につきましては説明しますので、

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、議案第２７号、令和５年度日南町国民健康保険特別会計予算ということ

で、事業勘定の歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出６億５７０万０００円と定める

内容でございます。昨年度の当初予算でございますが、６億９６９万０００円でご

ざいましたので、６０１万０００円の増ということで、 ６％のほうの増となって

おります。

続きまして、議案第２８号、令和５年度日南町介護保険特別会計予算でございます。

事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億４６７万０００円と定め

る内容でございます。昨年度の当初予算額ですが、８億９４８万０００円でござい

ましたので、比較で申し上げますと５１８万０００円、 ９％の増という内容でご

ざいます。

続きまして、議案第２９号、令和５年度日南町介護サービス事業特別会計予算でござ

います。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６６６万０００円と定める内容

でございます。昨年度の当初予算額でございますが、８３２万０００円でございま

したので、比較で申し上げますと、マイナスの１６５万０００円ということで、マイ

ナスの ８％でございます。

続きまして、議案第３０号、令和５年度日南町後期高齢者医療特別会計予算でござい

ます。歳入歳出予算の総額が、歳入歳出それぞれ１億５０７万０００円と定める内容

でございます。昨年度の当初予算が１億４７９万０００円でございましたので、比較

で申し上げますと２７万０００円の増、 ３％の増でございます。

続きまして、議案第３１号、令和５年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会計

予算でございます。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９１５万０００円と

定める内容でございます。昨年度の当初予算額ですが、２０１万０００円でござい

ましたので、７１３万０００円の増ということで、５ ４％の増でございます。

続きまして、議案第３２号、令和５年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査

会特別会計予算でございますが、歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ５１万
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０００円と定める内容でございます。新規でございますので、比較は皆増という内容で

ございます。

議案第３３号、令和５年度日南町簡易水道事業会計予算でございます。業務量でござ

いますが、給水戸数が７７７戸、給水の総給水量が３万７９６立米でございまして、

１日平均の吸水量が９５ ３立米を見込んでおります。水道の改良事業として７８９万

０００円を予定している内容でございます。収益的収入と支出のほうですが、収入の

総額ですが、１億９５４万０００円でございますし、水道事業の費用のほうが１億

８２１万円でございます。また、資本的収入のほうで１９５万円の収入、支出のほう

が４３９万０００円の支出額でございます。差額につきましては、資本的収入と資

本的支出に対する不足額でありますが、２４４万０００円がありますけれども、当

該年度の損益勘定留保資金から及び引継ぎ金のほうから補填をするという内容でありま

す。

続きまして、議案第３４号、令和５年度日南町下水道事業会計予算でございますが、

業務量のほうですが、処理戸数として６６７戸、年間の総処理量ですが、３１万８

０２立米を予定をしておるところでございます。１日の平均処理量ですが、８６ ２立

米でございます。収益的収入のほうの総額ですが、事業収益ですが、１億２３２万

０００円を予定し、費用のほうが１億９２０万０００円の予定であります。なお、

資本的収入のほうが１２０万０００円の収入に対しまして、支出のほうが９７２

万円でございます。不足します差額につきましては、当該年度の損益勘定留保資金及び

引継ぎ金のほうで補填をする内容とさせていただいているとこでございます。

議案第３５号、令和５年度日南町病院事業会計予算ですが、業務量のほうです。病床

数が９９床、年間の患者数の入院のほうが２万２００人、外来が２万５３４人を予

定させていただいております。１日当たりの平均の患者数ですが、入院のほうが６ ８

人、外来が９ ５人を見込んでおるとこでございます。収益的収入のほうですが、病院

事業収入全体ですが、１２億４０７万０００円、病院事業費用のほうが１２億４

０７万０００円を見込んでおるとこであります。資本的収入のほうですが、１０２

万０００円を予定させていただいて、資本的支出につきましては、１億９６８万

０００円を見込んでおりまして、不足する額ですが、８６６万円であります。過年度

損益の勘定留保資金のほうから補填する内容とさせていただいておるとこであります。

以上、私のほうからの概要説明を終わりますが、詳細についての内容につきましては、

この後、丸山副町長及び課長、病院事業管理者のほうから説明をさせますので、よろし

くお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 令和５年度当初予算につきまして、私からは令和５年度日南

町予算参考資料に基づきまして、概要を説明させていただきたいと思います。タブレッ

ト、令和５年度当初予算参考資料をお開きいただきたいと思います。
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なお、内容については、ページ数が下段に打ってありますし、タブレットでは１ペー

ジ、たくさんになりますけども、タブレットの２ページ、予算の概要から説明させてい

ただきますけども、令和４年１１月から、町長予算編成方針に基づきまして、予算編成

を行いました。町政運営上必要不可欠な義務的経費、経常的経費に加えて、政策的事業

の実行や緊急性を勘案し、コロナ禍、物価高騰等に対応するために必要となる予算を計

上した結果、令和５年度一般会計当初予算は６９億９１０万０００円で、対前年度

１億８８１万０００円、 ９％の増額となっております。

予算参考資料の３ページを見ていただきたいと思いますけども、一般会計につきまし

ては、先ほど申したところでありますし、国民健康保険特別会計から鳥取県西部町村情

報公開の特別会計まで、これは皆増でありましたけども、６会計の総額が１７億１７

８万０００円で、７４７万０００円で、 ４％の、この特別会計では増額になっ

ておりますし、公営企業会計、簡易水道、水道会計、病院事業会計、３会計を含むもの

につきましては、１９億５２９万０００円で、４８３万０００円の増額となっ

ておりまして、全体では ５％の増額であります。その１０会計を合わせましたところ、

一番下段にありますように、５年度につきましては１０５億６１８万０００円、比

較として２億１１２万０００円で、 ４％の増額となっておりますので、御承知お

きいただきたいと思います。

次に、用紙では９ページ、タブレットは１０ページだと思いますけども、前年度予算

との比較というところをお開きいただきたいと思いますけども、歳入、町税からであり

ますけども、貴重な自主財源となります町税では、町民税のうち個人町民税に係る個人

所得の伸びが見込めないことに加えまして、人口減少や高齢化等に伴う課税対象者数の

減少が予測されておりまして、固定資産税につきましては、物価高騰等の影響を受けま

して、家屋等の増新改築や、新たな少額資産への投資抑制などを鑑みまして、前年度７

７億０００万円の減額を見たところであります。

地方譲与税に移りますけども、うち、森林環境譲与税は、総額１７７万０００円

でありまして、前年度よりも１３万０００円の微増であります。地方揮発油譲与税と

自動車重量譲与税につきましては、増減はありますけども、横ばいを見込んでおるとこ

ろであります。

地方交付税のうち、普通分は、国の予算により、一応、一般財源額の前年度同一水準

並み確保ルールが継続され、増額計上されていることに加えて、近年の交付実績から対

前年度３億円の大幅な増額を見込みました。特別分につきましては、前年度と同額の４

億０００万円を見込んだ結果、普通交付税では、２８億円の特別交付税で、４億０

００万円で、総額は３２億０００万円を計上したところであります。

依存財源となります国庫支出金は、携帯電話等の不感地域の解消に向けたエリア整備

事業補助金を新たに予定しておりますが、道路改良や橋梁修繕等に充てる社会資本整備

交付金は減額となる見込みです。また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
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付金につきましては、国の予算編成におきまして、これまでのような財源措置は明確に

されておりませんので、皆減としておるところであります。

また、県支出金につきましては、国土調査事業や森林環境保全整備事業、林業再生事

業等の対象事業費の増額のほか、統一地方選挙における鳥取県知事、鳥取県議会議員選

挙の執行委託金などにより、 ６％の増額を見込んでおるところであります。

寄附金は、総合戦略のＫＰＩに定める、令和６年度ふるさと納税１億円事業の達成の

ために、新たに専任の地域おこし協力隊員を募るなど、目標寄附額を０００万円を掲

げ、新たな展開と推進を図るところであります。

繰入金は、主に庁舎広告棟修繕の財源として、公共施設等建設基金から２４６万０

００円を繰り入れるほか、病院運営に係る地域医療総合確保基金からは００２万０

００円を繰り入れる予算としておるところであります。

町債は、将来負担の軽減のため、発行抑制に努めつつ、引き続き交付税算入率の高い

有利な町債を活用しておるところであります。前年度実施の同軸ケーブル撤去工事の皆

減等によりまして減額で、このうち、一般財源扱いの臨時財政対策債は、普通交付税の

増額に伴いまして、対前年度３ ５％の減、０００万円を計上したところであります。

不足します一般財源につきましては、前年度の事業決算見込みから、繰越金０００万

円を計上して、財政調整基金からは３億２２９万０００円を繰り入れる予算として

おるところが歳入であります。

続きまして、歳出でありますけども、失礼しました、議会費の対前年度では微増であ

りまして、監査事務におきましても、引き続き予算執行等における監査の充実に努める

予算としておるところであります。

総務費は、総額１億３３９万０００円で、同軸ケーブル撤去工事の完了を主な要

因としまして、対前年度１ １％の減額としております。新たな取組としましては、携

帯電話等不感地域の解消のため、通信キャリア会社への働きかけの下、国庫財源を活用

して、通信エリアの拡大を目指すところであります。電算業務の効率化、デジタル化を

図るために、引き続き、シンクライアントシステムを活用しながら、電子決裁・文書管

理システムを導入するなど、ペーパーレス化や環境にも配慮しながら推進していきます。

民生費につきましては、総額１１億４０９万０００円で、対前年度 １％の増額

となっております。公共施設等の芝生化を進めていくため、認定こども園にちなん十色

の園芝生化事業を計上するほか、ドア・ツー・ドア化でも、なおデマンドバスの利用が

難しい障がい者、要支援、要介護認定者に対し通院等の移動支援を行うことで、行動範

囲の拡大と社会参加の促進、福祉の増進を図るところであります。

衛生費につきましては、総額１１億３６２万０００円で、町清掃センターの基幹改

良及びごみ収集におけるパッカー車の更新、病院事業会計の負担金等が増額となったこ

とを主な要因としておりまして、対前年度１ １％の大幅な増額となりました。新型コ

ロナウイルスワクチンの接種体制につきましては、法的位置づけについて、２類相当か
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ら５類へ今年の春、移行する方針の中、今後も対策に万全を期するため、令和４年度か

らの繰越事業を確保しまして、必要に応じて機動的かつ効率的に実施する予算としてお

ります。

農林水産業費は、総額１４億７２０万０００円で、対前年 ５％の増額となりまし

た。引き続き、がんばる農家プラン支援事業やスマート農業社会実装促進事業、野菜等

種苗費助成等、農業振興を図る補助事業を継続するとともに、町造林事業や林業機械リ

ース補助事業、林道橋修繕事業などに取り組み、基幹産業である農林、林業に引き続き

積極的な予算を計上しておるところであります。

商工費につきましては、総額１億２０１万円で、対前年度 ４％の増額となります。

引き続き、キャッシュレス事業の取組を通じて、町内商工業の活性化と地域内経済循環

の促進を図り、観光行政では、山里Ｌｏａｄにちなんを核として、日野上イチョウや福

万来の蛍、生山駅、上石見駅の開業１００周年記念事業を実施するなど、地域外からの

お金の獲得と交流人口の拡大に努めてまいります。

土木費は、総額５億２４５万０００円で、対前年度 ５％の減額となりました。

国の社会資本整備交付金等は年々減少傾向にありますけども、優先度を鑑みながら、引

き続き町道や橋梁、河川、住宅と、町民生活に直結するライフラインの維持管理に努め

てまいります。

消防費は、総額１億５６２万０００円で、対前年度 １％の増額となります。年

次計画により進めてきました消防可搬ポンプの更新は、令和４年度で全ての地域が終了

しました。消火栓の更新に加えて、自主避難所改修補助等は引き続き実施していきたい

と思っております。また、地域防災マネージャー制度による専門職員を配置して、防災

体制を強化して充実させ、町民の暮らしと安全を守る取組を進めてまいりたいと思って

おります。

教育費は、総額４億２６８万０００円で、対前年度 ２％の微増となります。幼

少期から成人までの切れ目のない子育てと家庭教育支援を行う体制を構築しまして、保

護者の居場所づくりや家庭教育の啓発、相談体制の整備など、きめ細やかな支援体制を

目指していきます。また、総合文化センターイベント広場の芝生化事業や、燃料、食料

価格の高騰に対するための学校給食費を一般会計で運営する予算としておるところであ

ります。そこには災害復旧費はありませんけど、引き続き、万一の災害に備えて対応す

る予算としております。

３ページのほうにお戻りいただきたいと思いますけれども、一般会計のほか、特別会

計につきましても、町民や受益者が安心して幸せな生活が送れるよう、関係機関や事業

体と連携して、健全で安定的な運営に努めていきたいと思っております。加えまして、

令和５年度からは、２年間、鳥取県西部７町村が共同設置をします鳥取県西部町村情報

公開・個人情報保護審査会特別会計について事務局を担います、そして、病院事業会計

については、地域医療の核として、引き続き通常医療に加えて、新しいコロナウイルス
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感染症への対応等を行いながら、経営強化プランや病院施設改築等、将来を見据えた医

療体制の検討に係る予算を計上しておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。

主な内容につきましては以上でありますけれども、これの用紙の４ページ、タブレッ

トでは５ページには歳出予算の状況を示しております。地方交付税につきましては、１

３％の増額、下段のほうによく分かるように表もしておりますし、町債については、

２ ６％の減額を示したところであります。上段につきましては、先ほど言ったところ

の主なところが書いてありますので、見てやっていただきたいと思います。

続きまして、次のページ、５ページになりますけども、歳入歳出の状況についてであ

りますけども、この部分につきましても、上段は先ほど言ったところでありますし、下

段につきましては、総務費が１ １％の減、衛生費が１ １％の増、農林水産業費につ

いては ５％の増というような下段の表を見ていただけたらと思います。よろしくお願

いします。

次のページ、６ページの性質別につきましても、先ほど言いましたとおりのところが

下にあります。下にも、グラフにありますけども、特に物件費あたりについて、電気代

や委託料などとなっておりまして、１ ２％の増が見込まれておりますので、御承知お

きいただきたいと思います。

次のページでは、性質別歳出明細がありますけども、先ほど言いましたように、需用

費、委託料というところを見ていただきたいと思いますし、次のページ、８ページにつ

いては、性質別・目的、款別に分けておりますので、また後で御覧をいただきたいと思

います。

タブレットは１２ページになると思いますけども、飛びまして、前年度予算との比較

というところで、性質別に分けております。この部分についても説明したところであり

ますので、見ておいてやっていただきたいと思います。

１２ページには、当初予算の給与の状況を示しております。なお、この部分について

は、会計年度任用職員は除いておりますので、参考にしてやっていただきたいと思いま

す。

次のページ、１３ページになりますか、上段につきましては、交付税と町債残高の推

移というところを示しておりますし、下段につきましては、普通会計の基金の残高の推

移を見ております。これも参考にしていただきたいと思います。

次のページ、基金の状況でありますけども、これは例年こういう示し方をしておりま

すけども、まだ確定しておりません。令和５年２月の２０日現在を示しております。最

終的には変更もありますけども、２０日現在というところで見てやっていただきたいと

思います。

次のページが、普通建設事業等の一覧表、１６ページにも含めたところで示しており

ますし、災害復旧事業の内訳、そして、過疎債ソフトの事業一覧を示しておりますので、

見てやっていただきたいと思います。
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最後のページですけれども、これは本年度新たに作りました表であります。令和５年

度たったもカード行政ポイント事業の一覧をつけております。令和５年度から新しく示

したところであります。特に、一番右の区分の欄で、新規というところが６件ばかしあ

りますけども、また見てやっていただきたいと思います。合計欄で１００万とあります

けども、この部分につきましては、前年度当初予算は５０万でありまして、今年度から

１００万にしておるところであります。

以上、早口でしゃべりましたけれども、私からの説明は終わりたいと思います。今後

の御審議の参考にしていただきまして、令和５年度当初予算の御承認をいただきますよ

うによろしくお願いしまして、説明を終わりたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 私からは、議案第２６号、令和５年度日南町一般会計予算

について若干補足説明させていただきます。予算書の第２条、債務負担行為につきまし

ては、予算書ファイル７ページに一覧表示してございます。新たに３事業をお願いする

ものでございますが、いずれも企画課所管事業でございます。御確認をよろしくお願い

いたします。

また、予算書の第３条、地方債でございます。予算書ファイル８ページに掲載してお

ります一覧でございますけども、緊急防災・減災事業債から臨時財政対策債まで、記載

７事業の限度額について掲載してございます。内容につきましては、予算書並びに予算

説明附属資料及び先ほどの参考資料を御確認いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

それから、新規事業についてでございますが、予算説明附属資料の、紙の資料ページ

では１５３ページから１７０ページまで詳細の説明資料を作成しておりますので、御確

認賜りますようよろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） 渡邊建設課長。

○建設課長（渡邊 輝紀君） 私のほうからは、令和５年度日南町簡易水道事業会計及び

令和５年度日南町下水道事業会計予算について、追加説明及び補足説明をさせていただ

きます。

令和５年度当初予算書ファイルの１９８ページからを御覧ください。議案第３３号、

令和５年度日南町簡易水道事業会計予算の見積書を添付しております。先ほど町長が提

案の総額を説明いたしましたが、重複する部分はあると思いますが、私のほうからは、

具体的な金額、明細等について説明をさせていただきます。

最初に、収益的収支の収入ですが、営業収益といたしまして、水道使用料５０６万

０００円、昨年度より１６４万０００円の減額となっております。手数料と雑収益

を合わせたその他営業収益は２６万０００円で、営業収益は、合計で５３３万０

００円を見込んでおります。次に、営業外収益といたしまして、預金利息、一般会計か
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らの業務費の繰入金３２２万０００円、長期前受金戻入れ０２４万０００円、資

本金繰入収益として、一般会計からの公債費の繰入れ０７４万円、それに雑収益０

００円を加え、営業外収益は１億４２１万０００円を見込んでおります。これにより、

簡易水道事業の収益の総額は１億９５４万０００円で、前年から３６２万０００

円の減を見込んでおります。

続きまして、１９９ページを御覧ください。次に、支出ですが、営業費用としまして、

原水費及び浄水費、配水及び給水費、総係費、減価償却費としまして１億７３０万

０００円、明細につきましては、２０２ページの有形固定資産明細書に明示しておりま

す。御覧いただければと思います。営業外費用としまして、企業債の利息償還金、消費

税及び地方消費税の申告納付額の合計が０８４万０００円、特別損失の６万円を合

わせて、簡易水道事業費の費用としまして１億８２１万円を見込んでおります。

次に、２０１ページを御覧いただければと思います。資本的収支ですが、資本的収支

の支出で、企業債の償還金として０６４万０００円、これによる収入と支出の差額

は、資本的収入及び支出に不足する２４４万０００円は、当年度の損益勘定留保資

金等から補填することとしております。

続きまして、タブレットの２２２ページを御覧ください。議案第３４号、令和５年度

日南町下水道事業会計予算の見積書をお示ししております。

最初に収益的支出の収入ですが、下水道事業会計の営業収益は、下水道使用料６３

２万円、昨年より７２万円の増で見積もっております。これにその他営業収益３万０

００円を加え、営業収益は６３５万０００円、営業外収益として、預金利息、一般

会計からの業務費繰入れ５８３万０００円、長期前受金の戻入れ、資本費繰入れの収

益として、一般会計からの公債費の繰入れを８７１万０００円、これに雑収益を加

え、営業外収益は１億５９６万０００円で、前年度に比べまして５３５万０００円

の減額を見込んでおります。

次に、２２３ページを御覧ください。支出ですが、営業費用としまして、ポンプ場費、

処理場費、総係費、減価償却費としまして、合計１億００２万円となっております。

明細につきましては、予算書２２７ページの有形固定資産明細書を添付しておりますの

で御覧ください。営業外費用としまして、企業債の利息、消費税、地方消費税、合計で

９１３万０００円、特別損失５万円を見込んだ下水道事業費用の総額は１億９２０

万０００円で、前年比５０８万０００円の増となっております。

２２５ページは資本的収支を示しております。最初に収入でございますが、企業債と

しての浄化槽の整備及び処理場の機器更新分として６９０万円を見込んでおります。

これに他会計補助金、国県補助金、負担金等を加えまして、資本的収入は１２０万

０００円で、前年比５９０万円の増額となっております。

次に、２２６ページを御覧いただきたいと思います。支出ですが、資本的支出の建設

改良費のうち管路建設改良費としまして、集落配水等の移転等に備える費用として、委

－４１－



託料、工事請負費合わせて１００万円を計上しております。処理場建設改良費は、浄化

槽の整備及び処理場の機器更新、合わせて０００万円を見込んでおります。これに企

業債の償還金８７２万円を加えまして、資本的支出は９７２万円で、前年比００

０円の減額を見込んでいます。これに伴いまして、資本的収支の不足する額８５１万

０００円は、当年度分損益勘定留保資金等で補填する予算を計上しております。

以上、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 失礼します。令和５年度日南病院事業当初予算につ

きまして、予算書ファイル２３ページから説明させていただきます。町長説明に補足い

たします。

まず、収益的収支の予算の医業収益についてですが、令和４年度当初予算と比べて、

計上額に全体としてはあまり大きな変動はありません。コロナ感染症の影響で、月ごと

の収益変動は大きいのですが、患者数が減少傾向の一方で、コロナ感染症治療費等の増

加により、全体としては前年度並みの予算額というふうになっておるところでございま

す。

主な変更点等々ですが、予算書２４ページの医業外収益のうち、他会計負担金が４

１９万０００円の増となっています。これは、不採算地区病院に関する特別交付税額

について、２割の部分が一般会計の義務負担となったことと併せて、財源不足を補うた

めの基金取崩し００２万０００円を計上したことによるものです。介護サービス収

益については、おおむね平年並みということで見込んでおります。

２６ページ以降の病院事業費用のうち、給与費については、コロナ対応の防疫手当等

を前年度実績を考慮して見込んでおるところでございます。

２７ページの経費でございますが、２９４万０００円の増加としております。主

なものは、燃料、光熱水費の３４４万０００円の増と、病院改築基本構想策定支援

業務委託料４２２万円の増加です。なお、令和６年度以降の基本計画策定に係る支援業

務委託料を債務負担行為としてお願いするものです。

次に、資本的収支予算についてですが、予算説明附属資料のほう、１４９ページ以降

に個別に記載しておるところです。主立ったものですが、病院施設改良事業は５１９

万０００円を計上しておりますが、主立ったものは、療養病棟のたんなどの吸引設備

の増設６１０万０００円、リハビリ室の上側の屋上防水工事３４４万０００円、療

養病棟側の温水ヒーター及び冷温水ポンプ設備の更新費用７４８万円、そのほか、直流

電源装置用蓄電池の更新４６８万０００円などです。

有形固定資産購入費については、全体で３５０万円ですが、主なものは、血液に係

る凝固機能検査機器３４１万円、厨房の温冷配膳車２２７万０００円等々でございま

す。それから、訪問リハビリ用車両ですね、１５７万０００円もお願いするものです。

以上の資本的支出に対しまして、補助金２７２万０００円、企業債８３０万円を
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充当するものです。

以上で病院の令和５年度予算の詳細説明を終わらせていただきます。どうぞ御審議方

よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 提案者から提案理由の説明をいただきました。

ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたします。

午前１１時５６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

午前に提案をされました令和５年度当初予算につきましては、予算審査特別委員会の

設置を予定をしております。本日の質疑は、町長に対する質疑、また、予算全体を通し

ての質疑としたいと思いますので、御協力をお願いいたします。

これより各案に対する質疑を許します。

質疑は議案番号順に行います。

議案第２６号、令和５年度日南町一般会計予算について質疑を行います。

初めに、歳入、債務負担行為、地方債について質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 基金のことについての質問はどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 基金の歳入ですか。

○議員（４番 久代 安敏君） 歳入に関係することなんですけど。

○議長（山本 芳昭君） どうぞ。

○議員（４番 久代 安敏君） まず、財政調整基金を３億２００万取り崩すようにな

っていて、残高が２億６００万ということなんです。それについての考え方、予算説

明の午前の説明の中にも一部ありましたけども、そのことについて確認をしておきたい

と思います。取崩しの理由について。

それと……。

○議長（山本 芳昭君） 久代議員、１つずつお願いします。よろしいですか。

取崩しの件について、まず。

○議員（４番 久代 安敏君） もう一つ、基金のことについて質問が。

○議長（山本 芳昭君） 取りあえず、取崩しについて質疑をお願いします。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 取崩しの理由ということでありますけれども、最終的には全体

を調整しながらというところの結果として、不足分をお願いをしたいということであり

ますが、財政調整基金で、おおむねですが、２０億近く前後がありますけれども、やは

り、ある程度は、どういいましょうか、懐に持っておきたいという基本的なところがあ

りますし、全体の長期的な視点の中でも含めて、起債も含めてですけれども、ある程度、

－４３－



やっぱり予測しながら、安定的な町財政運営をしていきたいというところでもあります。

今回の、どういいましょうか、取崩しっていうところでお願いをしたいというふうに思

ってますのは、収入と支出っていいましょうか、支出のほう、特に、今回、デジタルで

ありますとか、人への投資っていうか、地域おこし協力隊だとか、そういった部分もあ

りますし、それと、産業振興の側面の中で必要不可欠というふうな思いの中で支出歳出

のほうはつくってきた経過がありますので、そういったところと併せて、歳入のほうも、

若干税のほうは下がってくるということと、あわせて、交付税のほうが、ある程度、普

通交付税のほうが見込める状況があったということで、プラス材料をさせていただいて

おりますので、そういったところの相差の中で、基本的には歳出のほうの推進を図って

いきたいという考え方からの差額分、不足額のほうをお願いをしたということでありま

す。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） それと、日南町地域医療総合確保基金、病院の関係なん

ですけれども、００２万０００円の基金の取崩しについてを、説明を求めます。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、病院につきましては、新しい在り方について

の検討の会をスタートさせていただきたいということと併せまして、本来の事業運営の

中での不足っていうところで、この金額を、ちょっと今年の場合は多いっていうふうに

思ってますけれども、そういったところへの対応ということで整理をさせていただけれ

ばというふうに思っております。いずれにしても、だんだん基金自体が低くなっている

という現状は認識しておりますので、そういったところの範囲の中で、速やかな運営体

制の充実につなげていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） もう一つ、日南町森林整備基金ですよね、これは、全然

取崩しもなくて、大体１００万円ぐらい譲与税が、歳入があるわけですけれども、基

金残高が１億２００万余り、年度末見込みになっていますけれども、これの使途につ

いて、取崩しもないわけですから、当初予算の段階では、この使途についての、歳出で

明らかになっていないわけですけれども、この基金についてどのように考えておられる

のか、お聞きします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 新年度予算の中では、農林水産業費の中の林業部門の中での財

源として活用していきたいというふうに思っておりまして、今回、新しい年度、昨年も

約同じぐらいの金額ですが、１００万程度ですけれども、そういったものは、ちょっ

と歳出のほうでの計画をおおむねさせていただいているというふうに思っています。な

お、基金につきましては、御案内のように１億０００万ぐらい残ってるっていうこと

が現状にあります。こういったことは、これからの活用の中できちんとした整理で、活

－４４－



用のほう、整理をしていきたいというふうに思っております。もともと税の目的ってい

うところがありますので、そういった目的を主にしながら利活用に努めていきたいとい

うふうに思ってます。あまり、国のほうも、基金に残す形っていうのが望ましい姿とい

うことではないというふうに聞いておりますし、通達的なところもありますので、それ

については、改めて御提案等もさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、お手元の冊子、令和５年度当初予算説明附属資料に沿っ

て、各課ごとに質疑を許します。

初めに、１ページから２ページ上段、議会事務局について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、２ページ下段から３ページ、出納室について質疑を許し

ます。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 基金の運用について、一括運用という形で毎年多くの利

益を出していただいておるわけでありますけども、５年度に対する一括運用の基本的な

方針について説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 長崎会計管理者。

○会計管理者（長崎 みよ君） ５年度における基金の運用についての方針ですけれども、

今現在、２１銘柄の債券運用を行っております。このうち６件についてがＳＤＧｓ債と

呼ばれるもので、ＳＤＧｓ債の運用も多くなってきているところです。利率を考えたと

きに、国債よりも少し地方債のほうが利率がいいですし、金利が上がってきている状態

だと、財投機関債になると、もう一段上乗せがつくようなことになっておりますので、

財投機関債での運用というのも、かなり条件としてはいいものになってきています。で

すので、今後も、ＳＤＧｓの推進という面もありますし、効率的な運用というところも

考えまして、ＳＤＧｓ債での基金運用も進めていきたいというふうに考えています。社

会情勢ですとか経済の状況によって、ふさわしくないという時期ももちろんありますの

で、世間の状況を鑑みながら、必要な銘柄の選定ですとか期間の選定というようなもの

に努めていきたいというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） 町長、答えられますか。いいですか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 適切な運用がされるものと期待をしておりますが、その

中で、いわゆるＳＤＧｓ債の中で、ＪＩＣＡとか政府系独立法人のソーシャルボンドの

投資という形でされておりますけど、これ、期間が２０年ということなんですよね。こ

の２０年の年限があるものに対する投資の考え方、そして、リスクについてはどのよう

に考えて、どういう認識でありましょうか。

○議長（山本 芳昭君） 長崎会計管理者。

○会計管理者（長崎 みよ君） 年限につきましては、国債ですとか、国債でも２０年の
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もの、１０年のもの、地方債でも２０年のものというようなものを購入しております。

現在、日南町のほうで取り組んでいるＳＤＧｓ債は、全て国が１００％出資していると

か、最終的に国の機関が債権を引き受けるということが確約されているようなものにな

っておりまして、財投機関債と呼ばれるものとなっています。これは、国債と同等の信

用があるというふうに格付をされたものとなっていますので、国債の２０年ですとか、

地方債の２０年と、リスク的には遜色はないものというふうに認識しています。

あと、期間については、金利が上がったりしてくることによって、１０年ですとか５

年のものについても条件がよくなってきていますし、短いものというのが視野に入って

きたかなというふうに捉えています。以上です。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４ページから１６ページ、総務課について質疑を許しま

す。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） まず最初に、予算編成方針、そして、今回の説明の中で

も、よりよい行政サービスの提供というテーマを掲げておられます。一つには、やっぱ

り職員の教育、人材確保と教育というところは大きく影響をすると思いますが、本当に

町民の負託に応えていただく行政の推進、とりわけ事務の推進について、人材の確保、

教育について、職員研修などはあると思いますが、基本的な考え方をお知らせいただき

たいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 職員の人材確保っていうお話ですけれども、もちろん、当然の

ことながら、一番大事なことだというふうに私自身も思ってますし、例えば、私どもが

政策方向あたりを出すにしても、最終的には、実行していただくのは職員であるという

ふうに認識しておりますので、そういった意味で申し上げると、これからの長期的な視

点も踏まえてですけれども、人材の確保っていうのと質の向上っていうのは一体である

というふうに思ってます。ちょうど今、職員の中でいきますと、年齢構成的なところが、

少し５０代あたりが現状として少ないっていう、比率的に少ないというふうに思ってい

る状況が、現庁舎内の年齢構成であります。そういうところの特徴はありますけれども、

全体的な底上げとしてこれからも進めていきたいというふうに思ってますし、また、住

民サービスのよりよいっていうことは、ＤＸのことも含めて、これから町民の皆さんに

よりよい、どういいましょうか、サービス提供っていいましょうか、簡素化的なことも

含めて、随時やっていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 職員の育成、教育っていうのは、やっぱり管理職の責任

というか、任務の一つでもあると思います。いわゆるＯＪＴ研修、一緒に仕事をしなが

ら職員の能力を高めていくＯＪＴ研修、こういうシステムをやっぱり確立をしてつくり

上げていかないと、研修会の参加だけなどでは、なかなか実力は身につかないといいま
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しょうか、実際の仕事で生かせていけないというところもあると思います。取組を求め

たいと思いますし、もう一つは、会計年度任用職員の募集をされておりますけども、人

数は確保できていますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 人材育成の在り方の一つとして御提案をいただきました。様々

なやり方があるというふうには思っておりますけれども、そういった御提案の内容も含

めて、よりよい人材育成、あるいは職員の能力向上のほうに努めていきたいというふう

に思っております。

会計年度につきましては、ちょっと総務課長のほうからお答えします。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） お尋ねの会計年度任用職員の募集状況でございます。こち

らが求めます職員数に対しては、残念ながら不足している状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 通年通して、時々、会計年度任用職員の募集なんかもさ

れますけど、なかなか来ていただけないという実態があると思いますが、ハローワーク

の活用っていうのはされていますでしょうか。町内に限らず、やっぱり人材を求めるっ

ていうところは大事だと思います。他の自治体でもハローワークで募集をしておられる

とこもあるんで、参考にしていただければと思います。

それと、公共施設等総合管理計画が５年度予算にあまり反映されていない。４年度も

そうでしたけども、山上まなび宿は、山上の体育館の屋根修繕と庁舎の防水板の設置等

などは上がってますけども、全体として上がっていないということもありますし、５年

度計画では、今住宅として使っていただいております教員住宅なんかの取壊しなども計

画の中にはあるわけですけども、総合管理計画との予算、予算編成の段階で、総合管理

計画、どう検討されたのか伺います。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 議員御指摘のとおりと、課題の一つと認識してございます。

予算編成、冒頭より、御指摘ありました公共施設等総合管理計画、また、その個別施設

計画につきましても、昨年、議会で御報告、御説明した際にも御指摘頂戴しております。

それら踏まえて、いわゆる時点修正を行いましょうということで、全体的に進めてきて

おりますが、現在も、その作業、精査中でございます。議案として上程させていただく

際に併せてお示しさせていただくことがよいとは思いながらも、作業が遅れておるとこ

ろでございます。この辺りは、遅れてでも、しっかりとした形で整理した上で、その上

で選考して、また、計画が計画となるように努めてまいりたいと考えております。以上

でございます。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） ４ページのほうの一般管理事務のふるさと納税について
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お伺いします。来年度、５年度も目標が０００万円という目標を掲げて、計画が立て

ておられます。今まで、予定どおり、この計画に沿った達成ができていないということ

で、新規事業として地域おこし協力隊を採用して、これを達成しようという意気込みは

見えるわけなんですが、このふるさと納税というのが、返礼品でファンをつるというこ

ともありますけど、この政策分類の中において、日南町への移住定住を促進させるとい

う部類にあるわけでありまして、やはり日南町に、返礼品とは別に、企業版ふるさと納

税もそうですが、日南町の魅力を発信をする、また、日南町の魅力を掘り下げる、そう

いった取組が必要と、自分、常々考えておるわけなんですが、その点をどのように捉え

ておられるのか、また、どういう取組を考えておられるのか、お伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ふるさと納税制度におきます主たる目的については、それぞれ

の地方自治体に対しての、どういいましょうか、支援をする、応援するっていう考え方

が基本だというふうに思っておりまして、総じて、今はよく、ふるさと納税たくさんも

らうがために、いろんな仕組みを各町自治体が試行しながらっていう話の中で、たまに

は、どういいましょうか、行き過ぎた事例みたいなところも生まれてきているっていう

のが現状かなというふうに思っておりますが、基本的には、やはり町内産でできたもの

を、生鮮品であったり、加工品であったり、様々なものについて、町の生産物の、それ

を魅力として全国の国民の皆さんにＰＲしていくっていうところだと思うんですが、な

かなか思いどおりに上がってないっていうのは反省する点ではありますけれども、少し、

やはり全ての自治体の中で動きが活発化しているのは事実でありますし、一方でいえば、

うまくいっている、うまくいってるって言やあおかしいですが、目標に対して達成して

いる自治体とそうでない自治体が少し離れてきているのかなという実態の中を把握して

おります。ただ、私の思いとすれば、やはり町内の魅力品は決して見劣りするものでは

ないというふうに認識しておりますので、さらなる目標額に達成できる形のものを、や

っぱり少し深掘りしながら、探求しながら変えていく必要性があるということの中の一

つとして、専任の職員をというところと併せて、どういいましょうか、そういったふる

さと納税の、どういいましょうか、ホームページ上も含めてですが、そういったところ

の、どういいましょうかね、見方、見方というか、見せ方か、見せ方とかそういったと

ころを深掘りしながら、この１年間を進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） この地域おこし協力隊、採用するということ、この取組

自体は否定するものではないですが、この協力隊員の方に期待することとして、今ここ

に解決策として上がっておるのが、どっちかいったら返礼品に対することをいろいろブ

ラッシュアップしたり、いろいろ新たな返礼品を模索をすることを求めておられますけ

ど、やはり、日南町の今、一番、最大の課題が人口減ではないかと思って、それがあら

ゆる面の諸悪の根源になっているように思うわけで、そういった取組の一つとして、こ
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のふるさと納税ということで外部に発信する。企業版もそうですけど、そういうことで

日南町の持つ魅力というものを発信してほしいし、また、町民の方にも日南町の魅力と

いうものを自覚してほしいわけなんですが、そういった点の考えは、町長、どのように

お考えですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃられるように、町民の皆さんが、町の、どういい

ましょうか、特産品を魅力だというところの考え方を外の人たちにＰＲしていただくと

いうふうな考え方というのは、当然のことだろうと、そのとおりだというふうに思って

いますので、私としても、そういった考え方は町民の皆さんにお願いをしていきたいと

いうふうに思ってますし、また、仕組みとして、やはり、どういいましょうか、全国が

ありますので、その中で、例えば、一つの、お米ならお米でもいいですけども、肉だと

か、食べ物が、どちらかいうとお魚だとか、そういったところが回転率が高いっていう

ふうな統計上の話は理解しておりますけれども、その前に、その区分の中で上位に行く

っていうためにはどうしたらいいかっていうところをちょっとやっぱりもう一度勉強し

ていかないといけないというふうに思ってますので、そういった意味で、町内の特産品

でありますものを優先的にＰＲするためには、中身というか、お米のおいしさだとか、

そういったことも含めて、やっぱりＰＲする在り方っていうのを再度改めて勉強しなが

らしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、１７ページから３２ページ、企画課について質疑を許し

ます。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 企画課が所管する総合戦略、そして、行財政改革のこと

について伺いたいと思いますけども、行財政改革、個別項目３４項目上げられておって

推進されますけども、５年度予算において、この３４項目がどれだけ具体的な反映がさ

れているのか、お示しをいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） ３４の推進項目の中で、今現在行えているものとしまして

は、補助金の適正化、見直しというものを予算査定の段階で行っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） そうすると、ほかの３３項目はほぼできていないという

ふうにも受け取れますけども、やっぱりつくった計画は着実に実行していただきたいわ

けであります。計画っていうのは、条例、予算とともに町政の基本方針、基本的なとこ

ろですから、その認識はしっかり持っていただきたいと思うわけでありますけども、例

えば総合戦略にしても、２３のＫＰＩが設定してあって、達成に向けて取組はあると思

いますけども、目標値にまだ遠く及ばない項目もあります。そういったところをこの５

年度予算の編成、執行の中でどう対応していくかっていうところが明確にならなければ
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いけないと思うわけであります。

例えば、水道、下水、それから国民健康保険の保険料、これのあたりの料金体系の検

討、経営計画の策定、この辺りもあるわけですけれども、基本的に町の財政運営、そし

て町民負担等を考えると、もっと真剣に取り組んでいただきたいと思うわけですが、総

務課で指摘をいたしました公共施設等総合管理計画も含めて、各種計画を予算編成方針

のところから十分な整合性を取って予算編成に向かうということでありましたし、今回

の予算の説明においてもそういった記述もあります。町長として、各種計画とこの予算

との関連について、どのような認識でありましょう。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、予算編成の中で、きちんとしたそういった項目的

なところのチェックっていうところが、細かいところまでは行き届いてなかったかなと

いうふうには思っておりますけれども、それぞれの担当部署の中で、それぞれの計画の

中で、頭にあった中で推進しているっていうふうには理解をしていただいておりますが、

なかなか答えが出てない部分もあるのかなというふうには思ってます。ただ、国保にし

ても、上下水にしても、どちらかというと、現状では負担額のほうが、比較していいの

か悪いのかっていうところはあると思いますけれども、水道料あたりは、県内でも、西

部のほうでも高い基本料金的なところになってますので、そういったところを確認しな

がら、やはり経費のほうもできるだけ抑えていくっていうことも大事かなというふうに

思ってます。長期的に見ると、どういいましょうか、見直しの金額、負担額の見直しっ

ていうところも当然必要なときも生まれてくるかもしれませんが、現状下の中でいくと、

維持をするっていうのが基本的な考え方かなというふうに私自身は思ってますし、また、

国保のほうも、決して高いというわけでもないですけれども、今、国保の在り方につい

ても、統合的なところの動きの考え方ができてきておりますので、その段階である程度

内容的なところの在り方も検討する余地はあるというふうには認識しておりますけれど

も、介護保険も含めてですが、そういったところ、現状把握の、当然、細部からいくと

高くなるっていうふうには思っていますが、基金あたりも利活用しながら、できるだけ、

こういった情勢でもありますので、維持という形のほうが基本的にはいいのかなという

ふうに思っております。個々の内容のそれぞれの戦略につきまして、あるいは行革の項

目につきましては、再度、改めて、どういいましょうか、その目的に向かって、職員と

共に一緒になって考えていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 個別項目についてはまた各課のところでもお聞きをした

いと思いますけれども、先ほど町長が答弁で触れられました水道、下水の料金等にして

も、政策判断、政治判断というのは当然あると思いますけども、しかしながら、科学的

な論拠をやっぱり議論すべきことだろうと思います。そのことがやっぱり行革の項目に

あるわけですから、科学的な論拠をやっぱり議論し、それを示した上で、こういうこと
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ですよということを町民に訴えていくということが必要だろうと思います。他の総合計

画や他の福祉計画なども全てそうですけども、やっぱり計画したものをしっかりと実行

していく。そのことを、計画の内容、実施する事務事業についても、やはり町民にきち

んと説明をしていくという政治姿勢、町政の姿勢が大事だと思いますが、改めて町長の

取組について伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 言葉足らずだったかもしれませんが、原課のほうには、それぞ

れの、毎年、どういいましょうか、例えば、上下水道にしても、現状の数値っていうの

の把握っていうのは指示しておりますので、そういった意味で、どういいましょうか、

私が先ほど申し上げたのは、私の考えの方向性ということで御理解をいただければとい

うふうに思ってます。

また、様々な計画の更新だとかいった時期でもありますし、そういった計画の見直し

の時期でもある計画がありますので、そういったところは、実態的な数値っていいまし

ょうか、それを出していただきながら、その上で政策的な考え方だとかを加えていきな

がら、実行ある計画につなげていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ２２、２３ページの青年結婚・ＵＩターン促進事業から、

２３ページのほうのにちなん新生活応援奨励金なんですけれども、これ、４年度の予算

の執行状況を見ても、あまり使われてない感じがします。改めて、この事業の目的、そ

して、成果を上げているのかどうかという認識を、町長の御認識をお聞きしたいんです

けれども。（発言する者あり）

○議長（山本 芳昭君） 岡本議員、もう一度、質疑のところをお願いします。

８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） ２３ページのほうで、下のほうに財源って書いてありま

すけど、その上の下から３行目、にちなん新生活応援奨励金です。つまり、県が半額援

助して、若年層、２０から３９歳の転入を増やすということで、３９歳以下ですとか、

結婚して３年以内ですとか、妊娠中であること、世帯内に小学校入学前の子がいるとい

うような、こういう、もう限定した人に対して奨励金を出すというやり方です。ついで

に言うと、この間の補正予算で、当初予算の県の補助金５０万円のうち、当初予算が、

そのうち４０万円が減額補正されてたということは、これ、恐らく４年度、１件しか利

用はないんじゃないかと思います。これについて、改めてこの事業、ちゃんと成果が上

がってると言えるのかどうかということ、どういう認識でおられるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御指摘のとおり、令和４年度につきましては、実績が１件であ

ります。という状況でありますので、十分なＰＲになってなかったのかなということは

ありますけれども、継続した形の中で、県と一緒になってでも進めていきたいというふ
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うに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 十分なＰＲ、これを言うことが果たしてＰＲとしていい

かどうかという問題も大きいと思うんですよね。つまり、限定した人に対して、来てく

ださいよと。確かに子育て世代の人に来てもらいたいというのはあるんですけれども、

やっぱり情報の発信の仕方としては、どんな方でも来てほしいですよと言うほうが、来

るほうとしては好ましいんではないかというふうに私は思います。ですので、例えば、

同僚議員の一般質問の中での回答に転入者１人当たり０００ポイントの行政ポイント

というようなお話もありましたけれども、そういった、誰にも、誰に対しても行き届く

という、転入者に対してですね、そういったものに移していったほうがいいんじゃない

かというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 転入者に対しての年齢制限を設けるという意味ではなくて、当

然、広く転入していただきたいというふうな思いはありますが、この事業につきまして

は、この奨励金につきましては、こういう奨励金がありますというところの事業のＰＲ

は必要だろうというふうに思ってますので、引き続き提案をさせていただきたいという

ふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、３３ページから４１ページ、住民課について質疑を許し

ます。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ３８ページの環境保全対策事業で、養豚の農場の検査費

用がまた昨年と同じように入っておるんですが、要するに、こういった費用は会社が持

つべきだと思うんですが、町長の考え、どうなんでしょう。大体、汚している会社が、

何で町が持つのか。それは、ちょうどいいタイミングなので、これは汚しているところ

が、やはり、あっ、こういう費用が発生するんだと思わないといけないので、その辺を、

今後どのような動きされるか分かりませんが、やっぱり発生した費用は企業に持たすべ

きだと思うんですが、町長の考え、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回のこの委託料につきましての内容の一部は、定期的に、今

まででいくと１か月に１回の町の検査というところの中で、今までやってきた流れの中

で、取りあえず当初予算には上げさせていただいたというふうに御理解いただければと

思います。新しい事業体のほうに変更になってきてるっていう現状がありますので、そ

ういったところは、また、こういったことも含めて協議をさせていただきたいというふ

うには思っておるとこではありますが、方向性の考え方として、今までの経過がそうい

う経過でありましたので、取りあえずの予算的なところは、将来的なところのはっきり

してない不透明なところもあったので、予算上のほうではそういう整理をさせていただ
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いてるというふうに御理解いただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 検査場所、検査項目、いろいろ変わっております。本当

に無駄な検査も中身吟味したらあると思うんですよ。その辺で、姿勢としては、企業が

持つという姿勢を主体に考えてやっていただきたいんですが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） そういった内容の中でお話をさせていただきたいというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私は、タブレットの４０ページ、清掃センターの修繕工

事費が８００万、施工管理と合わせて０００万以上が予算化されていますけども、

この今の下石見の清掃センターは、利用契約の中身、いつまでの契約があるのかという

ことと、それから、今後このような、ある程度予算使った大型修繕をどのぐらいやらな

ければならないのか。といいますのが、令和１４年に、私たちは反対してますけども、

西部広域の大型ごみ処理場を造ろうとしているわけですよね。その中で、地元との契約

がどうなっているのかということも含めて説明を求めますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 高柴住民課長。

○住民課長（高柴 博昭君） まず、地元との契約ですけれども、１４年度から西部広域

でごみ処理施設に移行しますが、１３年度まで運営ということで話をしております。あ

と、ごみ処理施設についてですが、西部広域にごみ処理施設が移行するまでの間、使え

るように修繕をしていきたいと思っております。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） ということは、あの施設が建設されて、今、約３０年経

過していますよね。ですから、もう４０年以上になるわけですけども、この基幹改良で

本当に施設そのものがもつかということもちょっと確認しておきたいと思うんですけど

も、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、うちの建物といいましょうか、清掃センター自体

が西部のほうでいくと古いほうに当たっております。ですから、先ほど課長が申し上げ

ましたように、令和１３年度まではもつようにということの中で修繕計画的なところを

以前つくっておりまして、それを準じながら、毎年、修繕工事箇所を設定しながら進め

てきてるというふうに思ってます。そういったところの専門的な知識が大量にあるので、

どういいましょうか、改めて新年度におきましても、今まで修繕計画もやってきました

し、計画上で実行もしてきましたけれども、やはり動きの中で多少前倒しになったり、

そんなことも生まれてきておりますので、改めてそういった１３年度までに向けての修

繕計画っていうところを再度見直すようにという指示をしておりまして、それに準じた
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形の中の一つとして、来年度はこういった金額のほうをお願いをしたいということであ

りますので、どういいましょうか、想定できない型っていうか、前倒しみたいな形もこ

れから生まれてくる可能性はありますけれども、総合的な、改めて専門的な知見の中で

計画づくりを進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、４２ページから６２ページ、福祉保健課について質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、６３ページから６５ページ、農業委員会について質疑を

許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、６６ページから８２ページ、農林課について質疑を許し

ます。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ２点ありまして、まず１点目は、８０ページのところで、

新植面積３０ヘクタールとなっております。町長が、私の一般質問のグリーンドリーム

計画で、皆伐、新植面積、８年間で７３ヘクタールですが、これは３０ヘクタールは、

令和５年度は何ヘクタールされるんですか。特にこれ、町長がドリーム計画をつくられ

たので、よく頭に入ってると思うんですが、どうなんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、ここに上げてる３０っていうのは、森林組合等が

主体となる、いわゆる民有林でありまして、グリーンドリーム計画につきましては、町

有林の、どういいましょうか、新植っていうところの計画ということで御理解いただけ

ればと思います。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 分かりました。ちょっとその辺の町有林ということで。

じゃあ、もう１点確認ですが、カーボンオフセット、これを売払い収入０００万で、

いわゆる２５０トンの販売では、目標は４００トン以上でしたけど、私は前から言っ

てるのは、販売価格が本当に適正かどうかというところ。今現在、もともと、町長、１

万０００円は当初考えていたと。でも、実際は１万円で２年間売って、売れないんで

０００円に下げたわけですよ。ところが、ずっと、すごい量が売れるようになったと。

私自身は、０００円からもう一度、１万０００円じゃなしに１万円に戻すべきだと

思うんですよ、と思ってます。

実は、大山どりさんが、今年の１月の終わりですけども、県有林を買われました。こ

れは３００トン買われたわけです。それで、単価を県に確認しますと、１万０００円、

何と４５０万円、消費税入れて４６５万円です。大山どりさんは日南町も買っておられ

ます。これは令和３年６月、１年半前ですけども、これ１５０トン、０００円、１２
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０万円。大山どりさんにとれば、もうお金を寄附するというような形で、トン数じゃな

いわけですよ。

で、私が言いたいのは、これから新聞に炭素税の考え方が出ておりました。これから

企業でも、やはり１万０００円ぐらいの価値があるということで、つい最近の新聞で

すけども、いろんな企業の取引、脱炭素、ＣＯ２ 排出量取引ということで、花王石鹸や

日立製作所、大体のところが１万０００円ぐらい行っております。これから企業取引

がどんどん増えてくる時代に入っていくわけです。

だから、せっかく、今から２万トンですか、２万トンですから、０００円でしたら、

１億０００万円です。これを１万円にすると、２億０００万のプラスになるわけで

す。そして、いろんな経費が落ちてます。今回取得するだけでも３００万近いお金が要

る。０００万売って４００万経費だったらあれなんで、できる限り元に戻して、０

００円から１万円、ただ、４月からそうなりますよというぐらいの変更してもいいんじ

ゃないかと思うんですが、町長、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） この内容の議論につきましては、議員の一般質問の中でも含め

てですが、お話をさせていただいた経過があるというふうに思ってます。その中で、私

が、金額についての話ですけれども、やっぱりどういうか、改正する時点、時点という

表現したかどうか分かりませんけど、そういった環境が生まれたときには考えますって

いうお話をさせていただきました。おっしゃられるように、国のほうでもそういったク

レジットの売買についての単価っていうところが、これから今されてるっていうことは

私も承知しておりますので、その時点を、どの適切な時点か分かりませんけれども、そ

ういった時点の中で変えるべきときには変えていきたいなというふうに思っております

ので、すぐすぐ４月っていうわけにはなりませんけれども、そういった時点は、タイミ

ングというのは捉えていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 林業部門で広域連携を進めると、具体的に新見市や真庭

市と協働、共生の進めていくということなんですけども、これ、具体的にどういうこと

を考えていらっしゃいますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） まだ確定してるわけではないですが、ちょっと今、話合いのほ

うを進めさせていただいてるっていうか、相手方の協議も含めて、意向も含めてですが、

そういうところを進めさせていただいてるところであります。基本的には林業全般とし

ての課題を、様々な部分があるというふうに思っておりますが、そういったところを広

域的に解決する形っていうところが効果的ではないかというスタンスの中で、例えば担

い手確保っていうところは、うちが今、林業アカデミーという事業を営んでおりますの

で、そういったところで、うちのほうが主体的にということであるとか、例えば今、学
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びの、リスキリングですか、そういったところだってありますので、そういったところ

は、仮にの話ですけど、専門学校があるような、あるいは学校的なところがある市等で

担っていくだとか、そういったところを、ちょっと今、内面的なところの中で動いてい

る最中でありますので、具体的にかちっとしてるものではありませんけれども、そうい

ったことを踏まえて、例えば産業振興的なところは真庭が進んでるとか、そういったと

ころもありますので、そういったそれぞれの地域が持ってる今の力を最大限に、お互い

が広域的にできたらいいというふうな考え方の中で進めていきたいというふうに思って

おります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 日南町の特徴、独自性、有利なところが失われないよう

に伸ばしていただきたいと思いますが、もう一つは、町有林の施業についてであります。

前年度に比べて伸ばせるということはいいことなんですが、一方で、町全体の森林経営

管理計画の中で見たときに、町の事業があまり進むと、施業の関係、事業者の関係で、

民有林がどうしても遅れてくるという実態があります。この点についてどういう認識で

おられるのか。町全体の森林経営管理計画推進の中でどういう位置づけになっておるの

かというところも説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 今年度、町有林の施業につきましては、前年度に比べて若

干多いものとなっております。この計画を進めるにも当たりまして、町有林の経営審議

会のほうにかけまして、民間の方であったり、事業者の方のほうにも入っていただいて、

今年度、町有林の計画として、このような計画でというところでお話をしております。

全員の事業者様に相談をしてという形ではありませんけども、町有林全体の中でこれぐ

らいやってということで、特に異論はありませんでしたので、今年度はこの計画で進め

させていただきたいというふうに考えております。町全体の経営計画の中では、事業量

につきましては森林組合等とも話をしながら進めておりますので、今年度、若干多いと

いうところはありますが、町内の事業体のほうで、施業が逆に少なくなって、全体量と

して少なくなるということはないというような認識をしております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 事業者の皆さんは、多分町有林のほうが作業が楽ですし、

所得率がいいというところが多いということもあって、町有林の施業はどんどん参画を

されてくると思いますが、森林組合が各山主から森林経営権を取得といいましょうか、

経営権を持って、森林組合が経営管理をされるということになってますけども、森林組

合もなかなか動いてくれないんですよね。町有林だと比較的よく動かれてるようですけ

ども。民有林の森林経営管理について、もう少し町としても目を配るというか、そっち

の側も進めていくことが大事だと思います。森林経営管理法によれば、町が、まず山全

体を把握して計画をつくって、森林組合が受けてくれるものは森林組合、森林組合が受
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けてくれない民有林については町が直接経営管理をするということの法律ですから、そ

この全体をもう少し目配り、林業分野の中において検討をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと詳細について、私もし切れてない部分があるというふ

うに思っていますが、ただ、森林組合のほうも、たまたまだったかもしれませんが、私

の周辺のところでもいろんな、どういいましょうか、間伐をされませんかというような

話を、広域的に、ある程度の団体的なところの中で施業を効率的に進めるっていう話で

ありますので、そういった動きは承知しておりますので、それが全体的にどうかってい

うところまでの把握はし切れておりませんが、ただ、そういった形の中で、それは民間

の企業、民有林でありますし、民間の皆さんの事業っていうところとつながってるとい

うふうに思っておりますので、逆に言えば、そういった町有林が増えたから、民有林の

活動に大きな影響を与えるっていうことはよくないというふうには認識しておりますの

で、組合とも一緒になって、その辺は進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ７７ページの山振の関係ですね、その中で、かつ指定管

理の関係でございます。新たに、また今年から、道の駅、日南邑、ゆきんこ村と指定管

理が続くわけなんですけれども、決算等を見てる中で、非常に厳しい状況があると思い

ます。それで、新たな事業計画、収支計画が出ておりますが、やはり町内の交流の人口

増加とか、あるいは農産物の販売という位置づけで、非常にこの施設が持つ役割は大き

いと思います。ですから、その事業計画をしっかり進捗状況を管理していただくという

ことは大事だと思います。１年終わって、決算が出て、こうでしたではなくて、やはり

１年間のうちに事業の進捗状況とかいうのを管理していかなければならないと私は思う

んですけれども、そこら辺の考え方について、町長、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 最低でも１回は決算報告というような形の中で報告していただ

いておりますし、また、常日頃から担当部署のほうからは、協議的なところも含めて、

あるいは運営状況というところの中で進めていただいてるというふうに認識しておりま

す。ただ、昨今は御案内のように様々な物価高騰というところがありまして、当初計画

したところよりもいろんなものが値上がりしたりしてるっていうことはありますので、

そういった状況も含めて、これから、どういいましょうか、そういった内容も含めて交

渉というか、相談的なところも含めてやっていく必要が高くなったというふうには認識

しております。場合によっては、ちょうど今までがコロナとの、やっぱり、そういう状

況に、背景にありましたので、余計厳しい状況はあったというふうに思っておりますが、

それに加えて電気代というようなところも、食材的なところも含めて上がってきておる

というふうに思ってますので、そういった意味で申し上げると、少し補正の段階で、あ

る程度お世話にならないといけない状況も生まれてくる可能性はあるかなというふうに
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は認識しておりますけど、いずれにしても、緊密な情報交換的なところは進めていきた

いというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 新たな５年間の計画であります。それで、社会情勢も大

きくまた変わろうというところでございます。やっぱり年１回の決算では、もう事済ん

で終わっております。やはり途中で、特に農産物を大量に利用するというような事業計

画も入っておったかと思います。そういうようなところも含めまして、進捗のほう、し

っかり管理していただきたいと思います。

それと、もう１点ですけど、７８ページの森林組合事務所の建て替えの補助ですけれ

ども、これの経過とその補助率、これについて伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、経過といいましょうか、組合のほうで建物の建て

替えの時期が来てるということで、組合としても新年度のほうで計画をしたいというこ

との申出がある中での、若干の御支援いただけないかということでありまして、以前、

町としても、ＪＡさんが新築されたときの経過が、そのときの支援経過がありますので、

そういったところを参考にさせていただきながらお話をさせていただいた金額を今回お

願いするということの中での、数字的な把握については、そういう流れの中で適用させ

ていただいてるというふうに御認識していただいていいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） 説明資料にはないんですけれども、町長の施政方針のほ

うに、３ページの下から２行目なんですが、営農組合の法人化や畜産業者との飼料用作

物等の栽培連携ということがございまして、これ、現在の飼料の高騰ということを考え

ると非常に重要なことだと思うんですけれども、何か具体的に、町長、どういったこと

を考えられているか、何かあれば教えていただきたいんですけれども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、今やっぱり、飼料も含めてですが、酪農家の

皆さんもそうですし、あるいは農家の皆さんも、米作りの農家の皆さんについても、様

々な今の水田再生的なところの中で動いてきてるというふうに思っています。ですから、

長期的な今後の方向性の中で、やはり営農組合化っていう話は、これからの所得を上げ

たり、あるいは経費を節減するためには、やはりそういった、既存のない地域の農家さ

んあたりは、一定のエリアの中で営農組合的なところの組織化っていうところは一つの

方向性ではないかっていうふうに思っています。それが所得を上げる、向上にもなると

いうふうに思っています。その中で、やはり畜産の、今までも事業的にはありますけれ

ども、畜産の皆さんとの契約栽培というようなところの流れっていうのはこれからも生

まれてきてもいいっていうふうに思ってますので、そういったところの中で、将来に向

けての方向性というスタンスの中で施政方針のほうには書かせていただいておりますし、
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またこれからも、そういった流れっていうのは農家の皆さんと一緒に共有していきたい

というふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ８番、岡本健三議員。

○議員（８番 岡本 健三君） おっしゃるとおり、協力、飼料用作物をできれば自給自

足していくというような方向に持っていくということだと思うんですけれども、ただ、

今のお話を聞いてても思うんですけれども、やはりこれは時間がかかる、一朝一夕には

できないということのように思います。それで、そう考えると、令和４年度にやった直

接の支援、県の支援に対して町が上乗せするというのも、あれも非常に農家さんからは

大変助かったという声があったんですけれども、ああいった直接支援もまだまだ必要で

はないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 例えば農家の皆さんの、どういいましょうか、飼料高騰に伴う

補助体制については、国、県あたりの動きっていうのは今現在進行中っていうふうに思

ってますので、あわせて、１ヘクタール当たり０００円という、町としての動きもさ

せていただいております。今後については、やはり方向性が、緑の食料システムではな

いですが、そういった方向にこれからつなげていきたいというふうに思っております。

あと、今後についての状況っていうところは、状況をやはり注視しながら、必要であ

ればその対策は取る必要があるというふうに思っておりますけれども、現時点での当初

予算の中では、新たなものっていうのは計上しておりませんけれども、今後の動きを注

視していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 町長、１反当たり０００円ですね。１ヘクタール当たりって

先ほど言った。

○町長（中村 英明君） 失礼しました。先ほどの発言の中で、１ヘクタール０００円

と申し上げましたが、１反当たり０００円の支給、補助金という形を取らせていただ

いております。

○議長（山本 芳昭君） 次に、８３ページから９７ページ、建設課について質疑を許し

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 次に、９８ページから１１４ページ、教育委員会について質疑

を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 認定こども園の保育時間について、保護者の皆さんから、

もう少し時間延長してほしいという意見をお聞きして、町長を通じて教育長にも面談を

した経過があるんですけども、これについての考え方は、予算の中で人員確保を含めて

どうにか対策を取っていられるのかお聞きしますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 段塚教育次長。
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○教育次長（段塚 直哉君） 今年度の当初予算の中には、時間延長するということの前

提での予算のほうは上げさせてもらっていません。

○議長（山本 芳昭君） ４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 当初予算の質疑ですから、どうかとは思いますが、仮に

年度中途でも補正を考えて対応されるという考え方はあるのでしょうかということをち

ょっと確認しておきたいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 町長か教育長か、どちらかお答えください。

青戸教育長。

○教育長（青戸 晶彦君） そういう事例が出てきた場合には、補正のほうで対応すると

いうふうなことっていうのは考えられるというふうには思います、検討したいというふ

うには思います。ですが、ですがというふうに言ってあれですが、まだ保護者のほうに

アンケート等々も取ってもらって、どうしてもというふうな方もおられます。先ほど久

代議員が言われた。ですけども、今のままでもいいよというふうなことっていうのもお

っしゃってる方もございますので、その辺はもう少し精査して対応していきたいという

ふうには思います。特に本町においては、時間が短いというふうなことっていうのがあ

りますので、ぜひそういう部分では保護者とよくよく話をして進めていきたいというふ

うには思っています。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 文化センターの野外イベントの芝生化についてですが、

さきの中心地域の特別委員会のほうで、中心地域について、これから５年度に当たって、

住民の意見を聞いて、活用について考えるということでしたが、この芝生化ということ

自体を否定するわけではないわけですが、その中心地域整備の中においての芝生化事業、

この文化センターの芝生化事業というのは、どのように町長は捉えておられるのか、お

伺いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 芝生化の事業においては、御案内のように、阿毘縁のゆきんこ

村のほうで前回させていただいてというところがありまして、私も素足で歩かせてもら

ったりっていうことで、改めて、よかったかなというふうには個人的に思ってます。利

活用のほうも、キャンプあたりで、車も入りながら、秋時分の寒い時期でも、そういう

のが今のはやりなんだなというふうには認識しておりまして、芝生のよさっていうとこ

ろの、改めてそういう状況かなというふうに再認識をしております。

今回、どういいましょうか、認定こども園と併せて、文化センターの裏側についてと

いうことで計画を計上させていただいている最中でありますけれども、どういいましょ

うか、さらなる芝生のよさっていうところを、小さなお子さんも含めて、あるいは町外

から文化センターにお越しの皆さんも含めて利活用できるというふうに思ってますので、

ぜひ新しい形の中で挑戦をさせていただきたいというふうに思っています。
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また、今まで、私もそうでしたけれども、管理方法というところの中で、なかなか難

しいというふうに私個人も思ってました。それは、私の経験から、従来の特養のほうの

裏っ側の整備をしていたのは私自身ですので、その中の苦労というのは承知しておりま

すけれども、そういったところの部分的なところが、機械化の中で多少省力化というか、

そういうこともできるような状況下になってきたというふうに背景を持っておりますし、

また、雑草があったらいけんということではなくて、雑草も含めて、それは早く刈るこ

とによって、目立たないって言やあおかしいですが、そういったような考え方っていう

ことも生まれてきておりますので、そういったトータルの中で申し上げると、そういっ

た芝生化について管理をして、多くの皆さんに来て、遊んでいただく、あるいは様々な

遊びっていうか、もできるかなというふうに思っておりますので、そういった考え方で

進めさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） これ、新規にされるわけですが、その後においての年度

のランニングコストについての検討も十分されての提案ということでよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） もちろん生産的なところの意図がありますので、ランニングが

要るっていうことはもちろん承知しております。ですから、そういったところも含めて、

ゼロにはもちろんなりませんけれども、管理をしっかりとした形の中で、むしろ多くの

皆さんに来ていただいて、周辺の美術館だとか図書館も含めてですが、そういったとこ

ろの中で、喫茶的なコーナーもあります。そういったところの収益的に、あるいは集客

っていうところに伸ばしていければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 私もちょっと芝生化のことについて、何点か。こういう

形で町が実施するという形になっております。まさに行政が芝生を整備するという形で

ございますけども、実際にはこれまで周辺の芝生化が実施された場所あたりは、芝生の

植付けにはボランティアの方が参加したりというようなこともあったりします。設計監

理、それから工事請負、それからロボットによる芝生の刈取りで備品購入という、いか

にも行政行政した予算にはなっておりますけれども、この中にやっぱり民間的な考え方

を取り入れてもいいんじゃないかと私は思っております。例えば文化センターの、今の

あるブロックですね、あれあたりはそのまま捨ててしまうと産業廃棄物になるわけです

けれども、あれあたりを要りませんかと、どなたか活用されませんかというようなこと

で、持って帰って自分の家の周りの庭に使っていただくとか、あるいは、もちろん芝生

を植え付けるときには、いろんな町民の方、芝生化を応援される方々、活用される方々

にやっぱり出てきていただいて植えていただくことによって、その事業に対しての思い

というものが入ってくるかと思うんです。そういうような考え方。それから、例えばク

ラウドファンディング、こういうような形でボランティアに来ていただきながら、かつ
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投資していただいた方々に、イベントであったときの何かの農産物でもいいんですけど

も、そういうものを送り返してあげるとか、そういうような、若干やっぱり町民を巻き

込んだ形での、これから、今は２か所なんですけども、今後、芝生化事業が展開してい

くんであれば、本当に行政行政した工事請負、全てを予算化したような形ではなくて、

もう少し民間的な考え方を組み込んだ仕組みを取り入れていただきたいと思います。予

算というものは確かにこういう形では出てくるんですけども、その実行に関しては、や

はり柔軟な対応というものがあってもいいんじゃないかと思います。そこら辺について、

町長、どう思われますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御提案的な発言いただいて、ありがとうございます。先ほど申

し上げられました、例えば減肥の、どういうか、あれは基本的には、そういったことは

できないかということは頭に入れながらというふうに現場のほうには指示しております

し、また、住民の皆さんの協力っていいましょうか、もともとここの文化センターの裏

については、地域住民の団体の方と一緒になって計画立案してきたというふうに思って

いますので、もちろんそういった皆さんを中心に、地域の皆さんを巻き込んで、そうい

った事業展開を進めていきたいというふうに思ってます。また、クラウドファンディン

グも、ある職員にはもう既にやり方っていいましょうか、そういうところも勉強させて

おりますので、そういったこともこれからはやっていきたいというふうに思っています。

いずれにしても、そういったことを鑑みながら、財政状況も鑑みながら、どういいまし

ょうか、進めていきたいというふうに思っておりますので、あわせて、途中枯れになら

ない形の中で、しっかりとした管理もしながら、長くこういった芝生化の中で、こうい

った緑のある日南町ではありますけれども、遊び場っていうところの観点も含めて活用

していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じく芝生化事業についてでありますけども、文化セン

ターのあの広場が、今現在、町民の集いの場になっていないという指摘なんですけども、

芝生化された後、どのような活用を考えておられますかということと、芝生化、いいと

思います。あちこちで芝生、土の地面、あるいはコンクリート、アスファルトのところ

を芝生化されるというのはすごくいいと思いますけども、かといって、どこもかしこも

やるというわけにはいかないと思うわけです。特別委員会で提案もしましたけども、中

心、大田原にやっぱり公園を望む意見、若い人の意見も多くあります。子育て支援セン

ター、あるいは放課後児童クラブ等との連携を考えると、あそこに芝生があって、公園

があればいいのかなと私は考えてますが、この文化センターの芝生化はどのような活用

をされようと考えてますか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 文化センターの、先ほど申し上げましたように、文化センター
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がありますし、役場もあったりっていうところがありますし、近くは認定こども園があ

りますが、認定こども園も今回の当初予算のほうに上げさせていただいておりますけれ

ども、平日は園児の皆さんは、そういったところでは遊びに入るというふうに思ってい

ますが、休みだとか、祝日だとか、そういったところにもやっぱりこういった文化セン

ターのところで一緒にお父さん、お母さんと遊んでいただく、あるいはスポーツ系的な

こともできるというふうに思ってますので、そういった活用が中心になるのかなという

ふうには思っていますし、広く、外部から来られた皆さんというところが、町外の皆さ

んにも活用ができるかなというふうに思っております。特に、美術館あたりもそうです

が、割合的には町外の皆さんだとか、あるいはさつきホールでの、どういいましょうか、

様々な事業があるというふうに思っていますが、そういったところの中での町外の皆さ

んで文化センターのほうに来場していただく機会も多くなるというふうに思ってますの

で、そういった皆さんの活用というところにもつながるのかなというふうには思ってお

るところであります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 芝生化することによって人が大勢来ていただくことを期

待をしなくちゃいけないし、そのような施策を取っていただきたいと思いますけども、

一つの、やっぱり町のにぎわい創出、創造というところを考えると、文化センターの庭

もそうですけども、やっぱり一つは道の駅周辺のにぎわいづくりというのも非常に大事

だと思うわけです。子供からお年寄りまで集まっていただく、そして、スポーツ系のレ

クリエーションなどもできるというような、そして、遊具も整備をした公園というのが

ぜひ欲しいわけですよね。今回、予算提案されてますから実施されると思いますけれど

も、やっぱり町全体のまちづくり、にぎわい創出についてじっくりと検討いただきたい

と思います。

○議長（山本 芳昭君） 一般会計予算について質疑漏れはありませんか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 説明にもありましたけども、コロナ禍、物価高騰対策に

対応する予算だという説明がありましたが、具体的にどこの部分にそういう対応が見ら

れるんでしょうか。予算編成方針の中でも、町民の安全安心、暮らしを守る予算にとい

うような、そういった表現もありましたけども、これまでの当初予算とあまり変わって

ないような気がするんですが、その辺りどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の物価高騰等に対する具体的な令和５年度当初予算におき

ましては、大々的っていう話ではないですけれども、生活困窮者への支援というような

ことであったり、あるいは農業部門ので、堆肥散布についての町からの新たな支援とい

う形を盛り込ませていただいてるというふうに思っています。ただ、全町民、全体的な

ところっていうところは載せておりませんけれども、先ほど、以前も申し上げましたけ
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れども、国あたりの動きについての要望をこれからもしていきたいというふうに思って

いますので、そういったことと、やはり４月以降の電気代等の含めてですが、そういっ

た動きに対しての注視をしながら、必要なときに適切な、どういいましょうか、支援と

いうものは考えていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 当初予算であります。それに対する施政方針もありまし

たし、町長、副町長をはじめとして、予算の説明もありました。その当初予算の意義っ

ていうところを考えてみますと、やっぱり１年間の計画をつくって、必要経費を見積り

をしてというところからスタートするんです。ですんで、やっぱり口というか、文章と

かにあっても、実際の予算が伴わない、事業計画はないっていうところでは、やっぱり

おかしいと思うわけですよね。当初予算の、例えば過疎計画、午前中、提案があってお

りますけども、その年次別計画にある５年度の過疎対策事業は１１億幾らありますけど

も、本予算では６億程度ですか、そういうことしかありません。計画ということもあり

ますし、補正予算という手法はありますけども、それは基本的なところではないわけで、

１年間の事業を見積もってっていうところが当初予算の意義ですから、ただ単に言葉を、

施政方針で言葉を並べるだけじゃなくて、予算をしっかり予算として体現をし、実行し

ていただく、そういう気概を持っていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 本町にとりまして、財源というのは重要なところだというふう

に私自身も思っておりますし、当然、どういいましょうか、数字的には上がっておりま

せんけれども、常にそういった、町民の生活に対する社会変動の対応というのは考えて

おりますので、当初予算で特別なものは設けているわけではありませんけれども、先ほ

どと重なるようになりますけど、国へ要望しながら、その財源ということを一緒になっ

て考えていくっていうことを、活動もこれからも引き続きやっていきたいというふうに

思っていますので、ぜひ御理解をいただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 一般会計の中に具体的にはないんですけど、町長の施政

方針で、最後に結びのところに、夜間人口の１人当たりの所得６８４万円という数字が

出た思うんで、初めての言葉、金額の多さ、びっくりしたわけですけども、その辺で６

８４万の内訳とか、それはどうなんですか。夜間人口があれば、当然、昼間人口、昼間

の人口があるわけで、じゃあ、昼間の人口の所得はどうなんですかと。そして、町長は

最後に、言葉ですね、地域内の所得向上に向けてそれをつなげたいということなんで、

じゃあ、幾らを幾らにどう持っていくかと、その中の施策はどれなのかということを教

えていただきたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その引用は、説明させてもらいましたけど、特定の２０１８年
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度を基準としながら、いわゆる国等が、関連のところが出した、どういいましょうか、

分析数値っていうのを引用させていただきました。ですから、その下の細かいところに

ついては、さらにうちも聞いてみないと分からないというところがあるので。ただ、全

国の市町村別にそういったところの指標がどんどんどんどん出てきてるっていうのを参

考にさせていただいたということで御理解いただければというふうに思っております。

夜間人口っていう話になりますと、基本的には夜にお住まいで、町内でお住まいの皆

さんという話でありますので、逆の場合いくと、昼の人口というところももちろんあり

ますけども、基本的には昼の人口っていうのは、当然、町外で働いて、町内で夜は住む

っていう皆さんだとか、あるいは逆のパターンもあります。そういったところを差し引

きながらということの考え方だろうというふうに思っておりますが、基本的に夜間人口

というのは、要は夜こちらでお住まいの皆さんの人口っていうところの中で、国勢調査

等を参考にしながらという数字のはじき出しだろうというふうに思っています。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 実は私、この夜間人口６８４万円、概算ですけども、

０００人とすれば、約２７０億円になるわけです、総所得が。そして、同じ２０１８年

の調査ですんで、私も２０１８年の、日南町の１人当たりの、純真な１人当たりの所得

調べました。２５１万０００円なんですよ。約３倍ぐらいちょっと乖離しとるもんで、

やはりその辺の分析、せっかく町長も調べられて、だったら、例えばこの中に書いてあ

る建設業はどう、第三次産業はどう、農林業とか、ずっと書いてあるわけですよ。やは

りそういった数字で、これをこう伸ばしていくんだと、そして、６８４万円を７００万

に持っていくとか、その中の施策がこうですとかいうぐらい欲しかったんですが、どう

なんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 出てきた数字が２０１８年度版でありますし、現在が御案内の

ように２０２３年でありますので、そういった統計はしっかりこれからも確認させてい

ただきながらというふうに思っていますが、いずれにしても、多分想定でありますけれ

ども、伸びていくんだろうというふうに思ってますが、ただ、それが一番いいという話

ではなくて、全体的に各事業部門の所得を上げていくっていうことが一番大事だろうと

いうふうに思っていますし、交付税だとか補助金だとかっていうことを含めた形の今の

６８４万円でありますので、そういったところがさらに伸ばせるように、町全体として

所得向上に向けた、どういいますか、取組っていうのを伸ばしていきたいというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） 以上で一般会計予算に対する質疑を終了します。

ここで暫時休憩といたします。再開を２時４５分からといたします。

午後２時３１分休憩
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午後２時４５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

１１５ページから１２４ページ、議案第２７号、令和５年度日南町国民健康保険特別

会計予算について質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 中村町長の選挙政策に、国保の保険料及び介護保険料を

据え置くと明言される選挙公約がありましたが、したがって、国保について、保険料を

据え置くということの確認でよろしいでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 公約事項の中にそのような内容を明記したのは事実であります

し、私もその考え方を持っております。最終的には実績的なところの精査をいただきな

がら最終判断をしていきたいというふうに思っておりますが、基本的な考え方は維持を

していくという考え方を持っております。

○議長（山本 芳昭君） 国民健康保険特別会計予算に対する質疑を終了します。

１２５ページから１３９ページ、議案第２８号、令和５年度日南町介護保険特別会計

予算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 介護保険特別会計予算に対する質疑を終了します。

１４０ページから１４１ページ、議案第２９号、令和５年度日南町介護サービス事業

特別会計予算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 介護サービス事業特別会計予算に対する質疑を終了します。

１４２ページから１４３ページ、議案第３０号、令和５年度日南町後期高齢者医療特

別会計予算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 後期高齢者医療特別会計予算に対する質疑を終了します。

１４４ページ、議案第３１号、令和５年度日南町再生可能エネルギー発電事業特別会

計予算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 再生可能エネルギー発電事業特別会計予算に対する質疑を終了

します。

１４５ページ、議案第３２号、令和５年度鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審

査会特別会計予算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会特別会計予算に

対する質疑を終了します。
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１４６ページ、議案第３３号、令和５年度日南町簡易水道事業会計予算について質疑

を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 簡易水道事業会計予算に対する質疑を終了します。

１４７ページから１４８ページ、議案第３４号、令和５年度日南町下水道事業会計予

算について質疑を許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 下水道事業会計予算に対する質疑を終了します。

１４９ページから１５２ページ、議案第３５号、令和５年度日南町病院事業会計予算

について質疑を許します。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 新年度予算の中で病院の改築のプランなどの予算も提案

されていますけども、私はちょっと一言言いたいのは、もちろん築後半世紀近くなって

いることから、改築のことも検討は必要ではあるけども、やっぱり病院が診療科、本当

に住民の診療のニーズに十分応えられているのか、問題は施設より中身の、診療の中身

のことも同時に進めていかれないといけないと思うんですけども、とりわけ整形外科の

診療科が本当に実態としては悲惨な状態だと思うんですよね。特に、休診の放送もよく

流れますけども、整形については。ですから、日南病院は、まずは診療の中身を充実す

る。そして、万やむを得ん施設改善をしなければならないのなら、それに伴って必要な

検討も進めるというのが段取りだと私は思うんですけども、町長の見解をお聞きします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるとおりだというふうに私も思っていますので、

診療科ももちろんそうですし、それから運営、経営っていうところのスタンスも含めて

ですが、トータル的に建物のことも踏まえて、トータル的な考え方を今回の計画の中で

協議してもらうっていう考え方を持っておりますので、その中で、よりサービス充実す

るにはどうしたらいいか、あるいは建物もそうですけれども、やはり長期的な視点とい

うところがこれから大事になってくるというふうに思っていますので、そういったこと

を視野に入れながら、経営、あるいは、運営、あるいは建物っていうところを、住民の

皆様を巻き込んだ形の中で、専門的な皆さんの御意見もいただきながら、計画づくりを

進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 同じく病院の改築の件についてでありますけども、基本

構想報告書っていうのは今現在、存在するものなんでしょうか。これ、取りまとめると

書いてありますけども、今どういう段階でありますか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 御説明申し上げます。今回、令和５年度に予算を計上
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させていただいております中で、先ほどの久代議員の部分も含めて、やはり段階を追っ

て計画する必要もちろんございますので、その中で一番最初に立ち上げるのが、この基

本構想というものを立ち上げて、いわゆる病院の改築に際して立ち上げて、それには、

先ほど町長のほうも御説明ありましたように、いろんな有識者、あるいは住民等、いろ

んな意見をそこの中で、まずは、いわゆるこの施設、設備の方向性なり、あるいは事業

計画なり、あるいは地域の状況、人口、こういったものを分析なり、それから現状と問

題点なり、本当にいろんな方向から、まずはそういったものを取りまとめて報告するの

をこの１年間かけて行うことを想定しております。まず第１段階のものを基本構想とい

うことで取りまとめて、次の段階へというふうな進み方を考えております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 久代議員の質問、先ほどの事務部長の答弁などからもあ

る程度理解できましたが、でも、やっぱり病院改築、改築ありきなのかどうなのかって

いうところが問題だと思うわけです。説明の中で、５年度より日南病院の改築事業をス

タートさせるという表現があります。あくまでも改築ありきの話なのか、あるいは新築、

どういうことを想定をされてのこの改築スタートという表現なのか、まず説明をいただ

きたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 最終的には財政的なことも加味しながら、新築になるのか改築

なるのかっていうところはあるというふうに思っていますが、ですから、そういったと

ころを、これから１年間かけて構想的なところの方向性を出していただくっていう会を

スタートしたいということでありますので、当然、改築にしても、新築にしても、多額

な費用っていうところがかかるというのは御承知のとおりだというふうに思っておりま

すので、それをよりよい形に、運営とかも含めた形で、どういった形が一番ベストなの

かということをやっぱり議論していくっていうことがこれから大事かなというふうに思

っておりますので、そういった意味での思いでありますので、御理解をいただければと

いうふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） それと、これ、表現のことで小さなことかもしれません

が、病院改築基本構想及び基本計画策定支援業務、支援業務となってますよね。これ、

この策定を、基本構想や計画を策定される実施主体っていうのはどこになるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、実施主体っていいましょうか、町としてするって

いう話でありますし、どういいましょうか、諮問機関としての、具体的には在り方検討

会あたりをこれから立ち上げてという話になるというふうに思っております。また、支

援っていうのは、やはり専門的な見地の中で外部の皆さんに御支援をいただきながらと

いうことを考えておりますので、そういったところの費用というところを計上させてい
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ただいてるというふうに思っていただければというふうに思っております。なかなか自

分たちだけっていうわけにはならないというふうに思っていますので、様々な外部の専

門的な見地の皆さんに御協力いただきながら、構想的な、あるいは将来的には基本計画

につなげていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） いろいろ述べられましたけど、これ、間違いじゃないで

すか、策定業務じゃないんですか、あくまでも町が行う事務事業なんでしょう。だから、

この支援っていう２文字はどちらも要らないと思うわけですが。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 病院の建物っていうのは、建物によっていろいろだ

とは思いますが、専門的な見地からの検討が様々必要になってまいります。おおむね公

立病院の改築、新築についても、そういう形で実施しておるのが通例でございます。医

療制度等々、それから、専門的な判断をいただきながら、専門業者に支援の委託をさせ

ていただきたいということでございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ちょっとこういうことで時間取りたくないんですけども、

これ、策定業務じゃないんですか、本当に。説明があるように、外部の支援を受けるの

は当然のことでありますけども、何で事業名に支援業務ってつくのかっていうとこなん

です。事業名は策定業務でいいんじゃないですか。

○議長（山本 芳昭君） 中曽病院事業管理者。

○病院事業管理者（中曽 森政君） 失礼しました。事業名は策定業務でございます。予

算の執行については、債務負担行為等々の関係もありまして、その予算執行の中身につ

いては支援業務というくくりで整理させていただいております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 同じ項目ですが、この説明の中に、令和５年度は基本構

想を構築し、その後に有識者や住民より幅広く意見を取りまとめて基本計画へと進んで

いくと書いてあるわけですが、この文章によりますと、ほんなら、この基本構想を構築

するメンバーというのはどういった方々を想定されておられるのか。要するに、この基

本構想も有識者とか住民を巻き込んだ基本構想になるべきではないかと思ったわけなん

ですが、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 御質問にお答えします。自治体病院のこういったプラ

ンを計画するに当たって、まず、在り方委員会を設置しているっていうのが通例だとい

うふうに認識しました。そのメンバーなんですが、まず、大学病院のほうの、例えば直

接日南病院のほうへ医師を派遣している医局だとか、あるいは地元の医師会、この辺り

でいうと、いわゆる西部医師会、それから県のほうの担当部局、それから、あと、地域

－６９－



団体、例えば高齢者を取り巻く団体だとか、それから子育ての団体だとか、そういった

方々の代表者、福祉介護施設からの代表者、おおむね、それから、もちろん住民の代表

等々、そういった方々を想定しております。

○議長（山本 芳昭君） ５番、近藤仁志議員。

○議員（５番 近藤 仁志君） 要するに、今の説明聞きますと、有識者や住民より幅広

く意見を聞いてから、意見を取りまとめて基本構想を構築するというような文章になる

と、今説明を聞いて感じたわけなんですが、若干この文章の内容とは違うような気がし

たわけなんですが、その点、再確認させていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） すみません、ちょっと文章の作成が非常にお粗末で申

し訳ないんですが、要は、私が今説明させていただいた、まず、そういった方々の意見

を取りまとめ、要するに内容といいますものが、先ほど久代議員がおっしゃられたよう

な内容を、本当に細かい内容まで、本当に病院が、この先、今の状況、今の問題点、そ

れから、将来に向けて、将来こういったことは絶対必要なんだというような、絶対必要

というか、そういった機能を含めて、しっかり意見を取りまとめるということでござい

ます。

○議長（山本 芳昭君） 病院事業会計予算に対する質疑を終了します。

以上で令和５年度当初予算関係１０議案に対する質疑を終結します。

お諮りします。ただいま議題となっています議案第２６号から議案第３５号までの令

和５年度当初予算関係１０議案については、町長施政方針や行財政の運営上適切かどう

か専門的に調査検討するため、予算審査特別委員会を設置して付託したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、令和５年度当初予算の各議案に

ついては、予算審査特別委員会を設置してこれに付託し、審査することに決定しました。

予算審査特別委員会の委員の選任につきましては、日南町議会委員会条例第６条第２

項の規定により、議長が指名することになっており、委員会は私を除く議員９名で構成

したいと思います。

ついては、特別委員会を開催され、日南町議会委員会条例第７条の規定により、委員

長、副委員長を互選の上、議長まで報告されますようお願いします。

ここで暫時休憩といたします。再開は３時１５分といたします。

午後３時０５分休憩

午後３時１５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き会議を再開します。

ただいま特別委員会で決定された委員長、副委員長の互選結果を事務局長から報告し

－７０－



ます。

○事務局長（淺田 雅史君） 報告します。予算審査特別委員会委員長は久代安敏議員、

同副委員長は坪倉勝幸議員です。よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ただいまの事務局長の報告のとおり、委員長、副委員長が互選

されました。

今後、委員長の下、会議を開催され、３月２４日の最終本会議には、予算審査につい

て委員長報告がなされるようお取り計らい願います。

久代委員長、何かありますか。発言されますか。

４番、久代安敏議員。

○議員（４番 久代 安敏君） 私が予算審査特別委員長に拝命されました。特に今期最

後の予算審査でございますので、しっかりと審査を行ってまいりたいと思いますので、

同僚議員の皆さん、そして執行部の皆さん、よろしく御協力お願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 副委員長、よろしいですか。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 副委員長に推薦されました坪倉です。どうぞよろしくお

願いします。

○議長（山本 芳昭君） よろしくお願いいたします。

・ ・

日程第３２ 令和５年請願第１号 から 日程第３６ 令和５年陳情第４号

○議長（山本 芳昭君） そうしますと、タブレット請願・陳情ファイルをお開きくださ

い。

日程第３２、令和５年請願第１号、子どものために保育士配置基準の引き上げによる

保育士増員を求める意見書の提出を求める請願書、日程第３３、令和５年陳情第１号、

「安保関連３文書」閣議決定の撤回、「敵基地攻撃能力」の保有や防衛費２倍化に反対

する意見書の提出を求める陳情書、日程第３４、令和５年陳情第２号、国による学校給

食無償化を求める陳情、日程第３５、令和５年陳情第３号、政府に食料自給率の向上、

持続可能な農業経営と農村を守ることを求める陳情書、日程第３６、令和５年陳情第４

号、安保関連３文書の閣議決定に抗議し、大軍拡・大増税の中止、くらしと福祉に予算

をまわすよう求める「意見書」採択を求める陳情。

以上、請願１件、陳情４件は、今期定例会までに受理した請願・陳情につき、１ペー

ジ及び８ページの文書表のとおり、日南町議会会議規則第９２条及び第９５条の規定に

より、所管の常任委員会に審査を付託いたしましたので報告します。

ついては、今期定例会の会期中には審査を終了され、３月２４日、最終の本会議には

委員長報告がなされるようお取り計らい願います。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。

お諮りします。本日はこれで散会にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

－７１－



〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

ついては、３月２４日の本会議は、別に通知をしませんので、定刻までに御参集いた

だきますようお願いします。お疲れさまでした。

午後３時１９分散会

－７２－


